
監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項の公告

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、奈良県知

事等から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表しま

す。

平成２２年９月３日

奈良県監査委員 谷 川 正 嗣

同 南 田 昭 典

同 井 岡 正 徳

同 高 柳 忠 夫



平成２０監査年度分

（ア）本庁

監査実施
部局及び所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

知事公室 平成 年 公用車使用中における毀損に20
秘書課 ５月 日 ついて20

公用車使用中における毀損 当該職員に対して自動車の使

が認められた。 用にあたっては、細心の注意を

公用車の使用にあたっては、払い、安全運転を行うように指

安全運転の徹底を図るととも 導するとともに、全職員に対し、

に、車両の適切な管理に努め 交通法規の遵守及び安全運転の

られたい。 (注意事項) 徹底を指示した。

今後、安全運転励行の徹底を

図り、自動車事故の防止と車両

の適切な管理に努める。

広報広聴課 平成 年 「日々雇用職員に対する通勤20
５月 日 手当に相当する給与」(賃金)20

の認定及び支給について

「日々雇用職員に対する通 「日々雇用職員に対する通勤

勤手当に相当する給与」（賃 手当に相当する給与」（賃金）

金）の支給において、認定及 の過払い分について、平成２０

び計算を誤っていたため、２ 年３月支給分で調整を行った。

件、７，４８５円の過払いが 今後は、より一層慎重な審査

認められた。 に努め、支給事務を適正に行う。

適正に処理するとともに、

今後の支給事務に留意すべき

である。 (指摘事項)

総務部 平成 年 公用車使用中における毀損に20
総務課 ８月 日 ついて11

公用車使用中における毀損 当該運転手に対し、自動車の

が認められた。 使用にあたっては安全運転に努

公用車の使用にあたっては、めるよう、注意を喚起した。

安全運転の徹底を図るととも また、全職員に対しても、課

に、車両の適正な管理に努め 内会議を通じて安全運転と交通

られたい。 (注意事項) 事故防止の徹底を図った。

今後も、あらゆる機会を通じ

安全運転に対する意識の高揚を

図り、事故防止に努めて参る。

総務厚生セ 平成 年 小泉職員住宅侵入防止工事に20
ンター ８月 日 ついて11
（旧総務事 小泉職員住宅侵入防止工事 所内職員に対し、事業実施時

務改革室分 のフェンスの基礎工事におい には各種法令に基づくとともに、

） て、文化財保護法に基づく埋 関係当局とも調整の上適正な処

蔵文化財発掘の通知の手続き 理を行うよう、口頭にて指導し

を行い、回答通知後に開始す た。

べき基礎工事を回答前に始め

た為、手戻り工事が発生して

いた。

今後は法令等に基づき、適

正に処理すべきである。

(注意事項)



公用車使用中における毀損に

ついて

公用車使用中における毀損 所内職員に対し左記趣旨を口

が認められた。 頭にて注意喚起を行った。

公用車の使用にあたっては、

安全運転の徹底を図るととも

に、車両の適正な管理に努め

られたい。 (注意事項)

地域振興部 平成 年 公用車使用中における毀損に20
市町村振興 ６月９日 ついて

課 公用車使用中における毀損 事故発生後、当該職員に対し

が認められた。 安全運転に努めるよう指導した。

公用車の使用にあたっては、 今後も、全職員に対して安全

安全運転の徹底を図るととも 運転を行うよう指導し、交通事

に、車両の適切な管理に努め 故の防止に努める。

られたい。 (注意事項)

こども家庭局 平成 年 母子・寡婦福祉資金貸付金に20
こども家庭 ５月 日 おける償還未済金について30
課 母子・寡婦福祉資金貸付金 償還未済金については、従来

の償還金において、償還未済 より債務者の償還能力に応じた

金の増加が認められた。 償還指導や滞納の未然防止に努

償還未済金の回収に努めら めているところであるが、今後

れているが、今後一層収納の も、償還開始時や初期滞納者に

促進に努めるべきである。 対する償還指導を徹底するとと

(注意事項) もに、悪質滞納者に対しては法

的措置（支払督促）も視野に入

れた償還指導や催告の強化を行

い、より一層の収納の促進に努

める。

児童措置費負担金の未収金に

ついて

児童措置費負担金において 児童の入所措置の際に、保護

未収金の増加が認められた。 者への説明と指導を強化し、未

未収金の回収に努力されて 然の防止にさらに努めるととも

いるが、今後一層収納の促進 に、初期の未納者に対する早期

に努めるべきである。 の納付指導を徹底する。また、

(注意事項) 未納者の世帯状況の把握に努め、

分割納付等適切な納付指導を行

い、一層の収納促進に努める。

上記対応の円滑実施のため、こ

ども家庭相談センターとの連携

強化を図る。

児童扶養手当過払金における

返納未済金について

児童扶養手当過払金におい 児童扶養手当過払金の返納未

て返納未済金が認められた。 済金については、従来からその

返納未済金の回収に努力さ 解消に努めているところである

れているが、今後一層収納の が、今後も過払い発生時の納付

促進に努めるべきである。 指導を強化し、滞納状況から優



(注意事項) 先度を考慮し計画的な返済指導

を実施するとともに、債務者の

返済能力に応じて分割額を見直

すなど、より適切な返済の指導

を進め、一層の収納の促進に努

める。

健康安全局 平成 年 不適正な会計処理について20
医療管理課 月 日 奈良県立医科大学附属病院 (1) 適正な会計処理について11 10
（旧医務課 において、過年度に薬品費及 公立大学法人奈良県立医科大

分、旧医大 び診療材料費の一部を次年度 学（以下「法人」という。）が、

・病院課分 に繰り延べ処理されていたこ 決算について会計監査人による

） とが報告された。このことは、監査を受けることにより適正な

公会計に対する県民の信頼を 会計処理をおこなうよう、法制

揺るがすもので誠に遺憾であ 度に基づき措置（地方独立行政

る。奈良県立医科大学附属病 法人法第３６条の規定に基づく

院は平成１９年４月に公立大 会計監査人の選任）するととも

学法人化されているが、引き に、法人に対して、地方独立行

続き多額の補助を行っている 政法人会計基準等に則り、適正

ことから、公立大学法人奈良 な会計処理を行うよう通知する。

県立医科大学会計規程等に基

づき適正な会計処理が行われ (2) 会計書類（納品書）の保管

るよう指導すべきである。 について

また、過年度分の支出書類 法人に対して、会計書類につ

等を調査したところ、奈良県 いて法人の会計規程等に基づき

行政文書管理規則等により５ 適正に保管（保管年限の遵守）

年間保存すべき納品書につい するよう通知した。

て、平成１７年度以前の書類

が一部確認できなかった。納

品書は、物品の納入を確認し、

支出の根拠となる重要な会計

書類であり、適正保管すべき

である。公立大学法人奈良県

立医科大学において、会計書

類の保管管理が会計規程等に

基づき適正に処理されるよう

指導されたい。 (指摘事項)

健康増進課 平成 年 未熟児養育医療費負担金の未20
８月１日 収金について

未熟児養育医療費負担金に 未収金の発生を未然に防止す

おいて未収金の増加が認めら るため、費用負担制度の説明を

れた。 徹底するとともに、未納者に対

今後も一層、収納の促進に して文書による督促及び催告、

努めるべきである。 電話等による納入指導並びに訪

(指摘事項) 問徴収を実施することにより収

納促進を図ってきたところであ

る。

また、未納者への督促状及び

催告状の送付と同時に保健所に

対し情報提供することにより、

保健所が実施する未熟児訪問指

導等の事業と連携して納入指導

を実施するとともに、一括納入



の困難な者に対しては分納を取

り入れるなど、家庭の事情を勘

案した対応も行っているところ

である。

今後ともこれらの対策を強化

するとともに、「未収金対応マ

ニュアル」の作成、訪問徴収に

加え電話での催告、居所不明者

に対する追跡調査などにより、

未収金の収納促進を図る。

薬務課 平成 年 通勤手当及び勤勉手当の支給20
８月１日 について

通勤手当及び勤勉手当の支 通勤手当の支給誤りによる過

給において、事務処理を誤っ 払い分については、平成２０年

たため、２件、８４，５５６ ８月１２日に本人から返納させ

円の過払いが認められた。 た。

適正に処理するとともに、 また、勤勉手当の支給誤りに

今後の支給事務に留意すべき よる過払い分については、平成

である。 (注意事項) ２０年５月給与で調整した。

今後は、より一層適正な事務

処理に努める。

商工労働部 平成 年 貸付金の償還未済金について20
商工課 ５月 日 中小企業高度化資金貸付金、 償還未済となっている貸付先28
（旧金融・ 中小企業店舗高度化資金貸付 の多くは高齢化し、既に事業を

商業振興課 金、小規模企業者等設備導入 廃業しているためまとまった返

分） 資金貸付金において、償還未 済を求めることが困難な状況で

済金が認められた。 ある。しかし、督促強化日を毎

貸付金等については一層の 月定めることによって計画的な

厳正な審査の実施を図るなど 債権回収に努め、貸付先の生活

未収金の減少及び発生防止に 実態や資産状況に応じ毎月継続

努めるとともに、制度の趣旨 して返済するよう促すとともに、

に添い、厳正な指導と対応を 滞りがちな貸付先については随

行い、債権の保全及び回収に 時電話督促を実施してきたとこ

一層取り組むべきである。 ろである。また、新規貸し付け

なお、ヤマトハイミール食 に当たっては厳格な審査ととも

品協業組合にかかる債権につ に不動産担保の徴求により将来

いては、今後も債権回収に向 の未収金発生防止に努めている。

けて引き続き努力されたい。 なお、ヤマトハイミール食品

(指摘事項) 協業組合に係る債権については、

係争中の「怠る事実の違法確認

等請求控訴事件」の公判維持と

併行して、これまでに抵当物件

の競売申立（２１年１月１３日

～競争入札）、連帯保証人２名

に対する自宅土地・家屋の強制

競売申立（１名について任意売

却により一定額を回収、１名に

ついては現在手続中）や返済に

関する確約書の徴求を行った。

また、組合及び一部の連帯保証

人に対する債権者破産を申し立

て、昨年１２月１９日に破産手



続開始の決定を受けたところで

あるが、今後も引き続き連帯保

証人の資産状況調査を行い、積

極的な債権回収に努めていくこ

ととしている。

公用車使用中における毀損に

ついて

公用車使用中における毀損 職員への安全運転の啓発・周

が認められた。 知を徹底し、適切な管理を行っ

公用車の使用にあたっては、ている。

安全運転の徹底を図るととも

に、車両の適切な管理に努め

られたい。 (注意事項)

農林部 平成 年 土地貸付料の調定について20
農業水産振 ７月 日 土地貸付料について、奈良 今後は、規則に定められた納30
興課 県公有財産規則に定められた 付期限内に納付されるよう迅速

期限内に納付の手続きがとら な事務処理に努め調定事務を適

れず、調定時期の遅延が認め 正に行う。

られた。

今後は、規則に定められた

納付期限内に納付されるよう

調定を行うべきである。

(注意事項)

耕地課 平成 年 井堰の操作室建築に伴う建築20
７月 日 確認申請について30

県営農業用河川工作物応急 操作室建築工事の建築確認申

対策事業における操作室建築 請を桜井土木事務所に行い、平

工事において、工事着工前に 成２０年７月１６日に確認済証

行うべき建築確認の申請がな の交付を受けた。次に検査済証

されていなかった。 を申請し、７月１８日に交付を

工事完成後であるが、至急 受け、所定の手続きは全て終了

に建設基準法に従い、確認の した。

申請書を提出して確認済証の 今後、操作室建築工事を実施

交付を受けるとともに、今後 するときは、法令等に基づき適

は法令等に基づき、適正に処 正に事務処理を行う。

理すべきである。

(注意事項)

国営総合農地開発事業費分担

金の未収について

国営総合農地開発事業費分 土地改良区に対して、直ちに

担金の未収が認められた。 滞納処分を実施する旨の伝達を

土地改良区に対して督促状 行い、督促状を送達し、さらに

の送付等を行っているが、な 催告書も送達した。

お一層早期の収納に努められ 今後も引き続き納入に対する

たい。 (注意事項) 催告を行い、早期の完納が行わ

れるよう努める。

まちづくり推進 平成 年 契約規則で定められた限度額20
局 ６月 日 を超えた随意契約について20

地域デザイ 長期継続賃貸借契約におい 注意された事項について、今

ン推進課 て、契約規則に定められてい 後は奈良県契約規則及びその施



（旧都市計 る随意契約できる限度額を超 行通知に定めるところに基づい

画課分・旧 えて随意契約が行われている。て適正に処理する。

公園緑地室 今後は契約規則を遵守し、

分） 適正に行うべきである。

(注意事項)

建築課 平成 年 通勤手当の支給について20
６月 日 通勤手当の支給において、 過払い分については、本人よ20

事務処理を誤ったため、１件、り返納させた。

３２，２９２円の過払いが認 今後の支給事務については、

められた。 留意し適正に処理するよう努め

適正に処理するとともに、 る。

今後の支給事務に留意すべき

である。 (指摘事項)

公用車使用中における毀損に

ついて

公用車使用中における毀損 県有自動車の事故の防止のた

が認められた。 め、「建築課の交通安全対策の

公用車の使用にあたっては、取り組み」を掲げ、職員に周知

安全運転の徹底を図るととも 徹底を行った。

に、車両の適切な管理に努め 今後とも、あらゆる機会を通

られたい。 (注意事項) じ、交通安全に対する意識の高

揚を図り、交通事故の絶無に努

める。

教育委員会 平成 年 「日々雇用職員に対する通勤20
総務室 ６月 日 手当に相当する給与」（賃金11
（旧教育企 ）の支給について

画課分） 「日々雇用職員に対する通 認定の変更を行うとともに、

勤手当に相当する給与」（賃 過払い分のうち過年度分は平成

金）の支給において認定を誤 ２０年３月２７日に本人より返

ったため、１件、１３，７３ 納させ、当該年度分は平成２０

３円の過払いが認められた。 年３月分給与で調整をした。

適正に処理するとともに、 今後は、一層慎重な審査に努

今後の支給事務に留意すべき め支給事務を適正に行う。

である。 (注意事項)

学校支援課 平成 年 奨学資金貸付金の償還未済に20
（学校教育 ６月 日 ついて11
課分） ①高校奨学資金貸付金におい 償還未済金について、従来か

て、償還未済額の増加が認 ら滞納者に返還督促を行い、併

められた。 せて返還相談会（県内２４会場

今後一層収納の促進に努め ）を開催し、返還方法等の周知

るべきである。 徹底を図るとともに、個別訪問

②大学奨学資金貸付金におい 及び電話等による返還督促を実

て、多額の償還未済額が認 施してきた。

められた。 また、平成１８年度から非常

今後一層収納の促進に努め 勤嘱託４名を雇用し、訪問督促

るべきである。 を強化するとともに返還免除・

③高等学校全日制課程等修学 猶予についての周知も併せて行

奨励金貸付金において、償 ってきた。

還未済額の増加が認められ さらに、平成１９年度から休

た。 日の訪問督促も実施するととも

今後一層収納の促進に努め に、法的措置の実施について検



るべきである。 討を行い、平成２０年４月に支

(注意事項) 払督促の申立てを行った。

今後も引き続き償還未収金の

回収に努める。

学校教育課 平成 年 公用車事故の発生について20
６月 日 前年度に引き続き、公用車 事故当事者及び同乗者並びに11

使用中における事故の発生が 同じ業務の従事者に対し、事故

認められた。 防止及び安全運転の徹底のため、

公用車の使用にあたっては、交通安全活動推進センターにお

事故の絶無を期すよう安全運 いて交通安全講習会を受講させ

転の徹底を図るとともに、車 た。

両の適切な管理に努められた また、全職員に対し自動車の

い。 (指摘事項) 運転にあたっては、より一層注

意するとともに安全運転に心が

けるよう注意喚起した。

今後も、あらゆる機会を通じ

て安全運転に対する意識向上の

徹底を図り、交通事故防止に努

める。

保健体育課 平成 年 行政財産使用料の調定につい20
６月 日 て11

継続分の行政財産使用許可 当該行政財産使用許可につい

にかかる使用料について、調 ては、平成２０年度より、くら

定時期の遅延及び調定日の遡 し創造部生涯学習・スポーツ振

及が認められた。 興課に事務移管したため、当該

使用料の納期限については、使用料については、年度当初に

奈良県行政財産使用料条例施 調定を行うよう事務引継を行っ

行規則第２条第１号の規定に た。

より、使用料の額の定めが年 また当課全職員に対して、調

額である場合にあっては、毎 定事務について、調定時期等規

年４月２５日までとなってい 定に基づき適正に処理するよう

るため、今後は、年度当初に 指導を徹底した。

調定を行うべきである。

(注意事項)

公安委員会 平成 年 公用車事故の発生防止につい20
警察本部 ７月 日 て28

前年度に引き続き、公用車 事故当事者に対しては、再発

使用中における事故の発生が を防止するため、安全運転講習

認められた。 を受講させ、シミュレーション

公用車の使用にあたっては、装置を用いた危険予測運転訓練

事故の絶無を期し、安全運転 等を行っているが、同講習の頻

の徹底とともに車両の適切な 度を高め、安全運転の徹底指導

管理が図られるよう措置を講 を実施した。

じられたい。 (指摘事項) 奈良県警察職員交通事故防止

規程に基づき、警察車両運転技

能認定審査及び専科教養時にお

いて、交通事故防止対策の指導

教養を実施した。

今後とも、あらゆる機会を通

じ、職員の事故防止意識の高揚

と安全運転の徹底を図り、交通

事故の絶無に努める。



（イ）出先機関

監査実施
部局及び所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

地域振興部 平成 年 通勤手当の支給について20
県立大学 ６月２日 通勤手当の支給において、 通勤手当の支給不足の１件に

報告を誤ったため、１件、８，ついては、平成２０年４月に正

２５０円の支給不足、２件、 規支給額に上乗せして支給し、

９１，３８０円の過払いが認 調整を行った。

められた。 また、過払いの２件について

適正に処理するとともに、 は、内１件は平成２０年４月に

今後の支給事務に留意すべき 支給額と相殺して調整を行うと

である。 (注意事項) ともに、残る１件は平成２０年

５月に返納させた。

今後は、より一層適正な事務

処理に努める。

文化観光局 平成 年 公用車事故の発生について20
民俗博物館 ７月 日 公用車使用中における事故 事故を起こした職員には、県23

が認められた。 の安全運転講習会を受講させ、

公用車の使用にあたっては、公用車の安全運転に努めるよう

安全運転の徹底を図るととも 研修させると共に、公用車の安

に、車両の適切な管理に努め 全運転の大切さを指導した。

られたい。 (注意事項) また、事故防止のため、全職

員に対し、交通法規の遵守や安

全運転について周知徹底を図っ

た。

今後も、あらゆる機会を通じ、

安全運転の励行の徹底を図り、

交通事故の防止と車両の適正な

管理に努める。

福祉部 平成 年 生活保護費返還金の未収金に20
吉野福祉事 月 日 ついて11 10
務所 生活保護費の返還金におい 生活保護費返還金の滞納者に

て未収金の増加が認められた。ついては、督促状の発送や状況

今後も一層、収納の促進に に応じ電話、直接訪問を行い支

努めるべきである。 払いを求めているところである

(注意事項) が、より効率的な回収を行うた

め、滞納の理由や生活状況等に

関して債務者本人及び関係者か

ら聞き取り等の調査を行い、債

務者それぞれの生活状況に応じ

て弁済計画を立てるよう指導し、

定期的な督促、納入状況の確認

等を行うなど、今後より一層収

納の促進に努める。

筒井寮 平成 年 児童福祉施設使用料の収納に20
月 日 ついて11 10

児童福祉施設使用料におい 指摘のあった事項については、

て、事務処理を誤り、また、 誤りを正し適切な事務処理を行

収納状況の確認を行っていな った結果、既に収納済みとなっ

かったため、収納遅延となっ た。



ているものが認められた。 今後は、納期に収納状況の確

今後は、納期に収納状況の 認を行い、適正な収納事務に努

確認を行い、未収分について める。

督促を行うなど、適正な収納

事務を行うべきである。

(注意事項)

登美学園 平成 年 児童福祉施設使用料未収金に20
月 日 ついて11 10

児童福祉施設使用料におい 平成１８年１０月の利用契約

て、未収金の増加が認められ 制度への移行当初より、保護者

た。 には利用料の積算・請求の流れ

未収金の回収に努力されて を含めた契約内容、利用者負担

いるが、より一層の適正な債 について説明するとともに、毎

権管理と早期収納に努めると 月の利用実績の確認を求めたう

ともに、新たな未収金発生の えで、請求明細書及び納入通知

防止に努められたい。 書を出来るだけ直接手渡しする

(注意事項) ことで速やかな納付を促してき

たところである。

今後は滞納の初期段階できめ

細かく納付督促を行うことによ

り、長期化することを防止し、

既に長期化した滞納ケースには

計画的納付を指導するとともに、

電話や訪問を行う等、収納の促

進に努める。

こども家庭局 平成 年 公用車使用中における毀損に20
中央こども 月 日 ついて11 10
家庭相談セ 公用車使用中における毀損 平成２０年２月２７日のセン

ンター が認められた。 ターの定例会議（参加者２４名

公用車の使用にあたっては ）で、交通法規を遵守のうえ、

安全運転の徹底を図るととも 安全運転の励行を促し、交通事

に、車両の適切な管理に努め 故防止に努めるように注意喚起

られたい。 (注意事項) した。

その後も、ミーティング、そ

の他の機会を利用して、安全運

転に対して声かけをして意識の

向上を図っている。

今後も、安全運転の徹底を図

り交通事故防止に努める。

健康安全局 平成 年 公用車事故の発生について20
郡山保健所 月 日 公用車使用中における事故 安全運転の励行に努めるよう11 10

の発生が認められた。 所内研修を３月２日に実施し、

公用車の使用にあたっては、安全運転について再認識を深め

事故の絶無を期すよう安全運 させ、その徹底を図った。

転の徹底を図るとともに、車 今後も、安全運転の徹底を図

両の適切な管理に努められた り、交通事故の防止に努める。

い。 (注意事項)

奈良病院 平成 年 医業収入の未収金について20
７月 日 医業収入において、未収金 随時電話での督促を実施して23

の増加が認められた。 おり、収納促進の目的のために

未収金の回収に努力されて 振込納付書を添付して督促状の

いるが、今後も引き続き適正 発送もし、未収金の収納に努め



な債権管理及び効果的な方法 ている。

による早期回収に努めるとと また、病院に対して支払拒否

もに、新たな未収金発生の防 等の高額滞納者を対象に、医療

止に努められたい。 管理課と協力して、法的措置を

(指摘事項) 実施している。

今後は、新たな未収金を生じ

させないため、医療費の相談窓

口を強化し、これまで以上に分

納・延納の相談にも応じるとと

もに、７月からクレジットカー

ドによる決済を行う。また、平

成２１年度中に債権回収業務委

託を行う予定である。

三室病院 平成 年 医業収入の未収金について20
７月 日 医業収入において、未収金 未収金の回収については、高23

の増加が認められた。 額医療費の現物支給制度・貸付

未収金の回収に努力されて 制度の活用、電話による督促、

いるが、今後一層収納の促進 再来院患者への窓口での督促及

に努めるべきである。 び督促状の送付や分納・延納相

(指摘事項) 談により、回収に努めている。

また、支払拒否者等の高額滞納

者に対しては、医療管理課と協

力して法的措置を実施していく。

今後も、なお一層、未収金回

収に努める。

通勤手当の支給について

通勤手当の支給において、 通勤手当の誤りについては、

事後処理を誤ったため、１件、速やかに修正するとともに、過

１５，０００円の過払いが認 払いについては、平成２０年５

められた。 月に本人から返納させた。

適正に処理するとともに、 今後は、より一層、慎重な事

今後の支給事務に留意すべき 務処理に努め、支給事務を適正

である。 (注意事項) に行う。

備品設置に伴う変更について

ナースコールの購入におい 備品設置に伴う変更について

て、設計時（仕様書）と設置 は、品数の再チェック、納品書

工事完了後で、機器の数量等 の作成・添付、仕様書構成品と

内容に差違があったが変更処 納品書構成品（完成図書）の価

理がされていなかった。また、格比較表作成を実施した。

変更承認は口頭によるもので 今後は、工事着手後の現場要

書面による協議書、確認書、 求等に起因する事後的変更が生

承諾書も作成されていなかっ じた都度、変更協議を行い協議

た。 書、承諾書を作成し決裁を徹底

今後は、書面による協議書、する等、変更事務の適正と手続

承諾書を作成するとともに仕 の遵守に努める。

様書変更について決裁をとる

べきである。 (注意事項)

五條病院 平成 年 医業収入の未収金について20
７月 日 医業収入において、未収金 医業収入の未収金について、25

の増加が認められた。 新たに発生したものは早期段階



未収金の回収に努力されて で未納者を把握し、電話による

いるが、今後一層収納の促進 催告や督促状・催告書の送付を

に努めるべきである。 行う。過年度分についても定期

(指摘事項) 的に催告を行い、最寄りの銀行

からの振り込みによる納付にも

応じるなどして早期回収に努め

るとともに支払拒否等の高額滞

納者に対しては、医療管理課と

協力して法的措置を実施してい

く。

また、未収金の発生防止策と

して、投薬・院外処方箋の引き

替え及び退院許可を収納確認後

に行うことの徹底や、分納・延

納・振り込みの相談に積極的に

応じていくことで納付意識を高

めていく。

通勤手当の支給について

通勤手当の支給において、 通勤手当の事後処理誤りにつ

事後処理を誤ったため、１件、いては、１１月５日に適正に処

２，０００円の過払いが認め 理、１１月２１日に確認した。

られた。 今後の支給事務については、

適正に処理するとともに、 充分留意する。

今後の支給事務に留意すべき

である。 (注意事項)

食品衛生検 平成 年 旅行命令の決裁について20
査所 １月 日 所長の旅行命令及び復命に 今後は規程どおり決裁を行う。21

ついて、奈良県事務決裁規程

に定められた決裁が行われて

いないものが認められた。

今後は規程どおり決裁を行

うべきである。 (注意事項)

契約規則で定められた限度額

を超えた随意契約について

長期継続賃貸借契約におい 今後は契約規則を遵守し、適

て、契約規則に定められてい 正な契約業務の執行に努める。

る随意契約できる限度額を超

えて随意契約が行われていた。

今後は契約規則を遵守し、

適正に行うべきである。

(注意事項)

くらし創造部 平成 年 嘱託職員の通勤報償費及び「20
橿原公苑 ４月 日 日々雇用職員に対する通勤手23

当に相当する給与」（賃金）

の支給について

嘱託職員の通勤報償費の支 嘱託職員の通勤報償費の認定

給において認定を誤ったため、誤りについては、認定の変更を

１件、２０，０００円の過払 行うとともに、過払分を平成２

いが認められた。また、「日 ０年２月１９日に本人から返納

々雇用職員に対する通勤手当 させた。



に相当する給与」（賃金）の また、「日々雇用職員に対す

の支給において認定を誤った る通勤手当に相当する給与」（

ため、１件８，９２５円の過 賃金）の過払いについては、平

払いが認められた。 成２０年２月支給分で調整した。

適正に処理するとともに、 今後は、一層慎重な審査に努

今後の支給事務に留意すべき め支給事務を適正に行う。

である。 (注意事項)

商工労働部 平成 年 嘱託職員の通勤報償費の支給20
工業技術セ ５月 日 について26
ンター 嘱託職員の通勤報償費の支 嘱託職員の通勤報償費の認定

給において、認定を誤ったた 誤りについては、認定の変更を

め、１件、８，０００円の過 行うとともに、過払い分につい

払いが認められた。 ては平成２０年２月２０日に返

適正に処理するとともに、 納させた。

今後の認定及び支給事務に留 今後は、より一層慎重な審査

意すべきである。 に努め、支給事務を適正に行う。

(注意事項)

農林部 平成 年 市場使用料等の未収金につい20
中央卸売市 ５月 日 て26
場 市場使用料等において、未 市場使用料等の未収金につい

収金が平成１６年度以降毎年 て、平成１８年度に未収金対策

度増加している。 強化を図るため、中央卸売市場

未収金が増加しないよう原 施設使用料等滞納整理事務内規

因を分析し、未収金の圧縮に を作成した。

ついて積極的な対応に努める それに基づき滞納者へは、督

べきである。 (指摘事項) 促状による納付催告・事業所訪

問及び事務所への呼出、事情聴

取を行い納付の誓約や支払計画

書の策定等により収納に努めて

いる。

今後さらに、納付誓約、支払

計画策定により納付の意思を示

したが、実行しない滞納者に対

しては、昨年１２月に農林部内

に設置した県中央卸売市場未収

金対策会議（農林部長以下、総

務室長、市場長等で構成）の決

定による滞納者の納付状況等に

応じた区分を設定し、誓約した

納付を怠れば、預託保証金の強

制充当を行うとともに、回収可

能なものについては強制執行等

の法的措置を執るなど、より一

層の収納促進に努める。

中部農林振 平成 年 見積書による設計単価の取扱20
興事務所 月 日 について12 17

設計単価に見積書を使用す 今後このようなことのないよ

る場合、見積額の最低価格を う、積算基準に基づき適正に行

採用するべきところ、３者の う。

見積額の平均価格を採用して

いた。

農林部の積算基準に従い最



低価格で適正に積算すべきで

ある。 (注意事項)

東部農林振 平成 年 支出負担行為の整理時期及び20
興事務所 月 日 支出科目について11 20

予算執行において、協定締 今後は、奈良県会計規則に基

結日の後日に支出負担行為を づき適正な会計処理を徹底する。

行い、かつ不適正な支出科目

による支出を行っているもの

が認められた。

今後は、支出負担行為の整

理を適正な時期に行うととも

に、適正な支出科目で支出す

べきである。 (注意事項)

見積書による設計単価の取扱

について

設計単価に見積書を使用す 今後はこのようなことのない

る場合、見積額の最低価格を よう、積算基準に基づき適正に

採用するべきところ、３者の 行う。

見積額の平均価格を採用して

いた。

農林部の積算基準に従い最

低価格で適正に積算すべきで

ある。 (注意事項)

家畜保健衛 平成 年 公用車事故の発生について20
生所 月 日 公用車使用中における事故 事故直後に関係者から、事故11 10

の発生が認められた。 原因等について詳細に事情聴取

公用車の使用にあたっては、するとともに、事故防止の基本

事故の絶無を期すよう安全運 動作である安全確認の徹底を指

転の徹底を図るとともに、車 示した。また全所員に対しても、

両の適切な管理に努められた 公用車の事故防止のため安全運

い。 (注意事項) 転の徹底と車両の適切な管理を

行うよう指示した。

今後とも全所員に対し、公用

車の運転については、車両点検

時や定例課内会議等の機会を通

じて交通事故防止に対する指導

教養を徹底して、公用車事故の

絶無に努める。

土木部 平成 年 道路占用料及び河川占用料の20
郡山土木事 月 日 調定誤りについて12 19
務所 道路占用料及び河川占用料 道路・河川占用料について、

について、３件の調定誤りが 調定等の是正を行った。また、

認められた。 チェック体制を整え、今後適正

今後、事務処理に十分留意 な事務処理の徹底を図る。

するとともに、チェック体制

の強化を図られたい。

(注意事項)

公用車事故の発生及び使用中

における毀損について

公用車事故の発生及び公用 事故防止について、自動車の



車使用中における毀損が認め 運行にあたって安全運転に努め

られた。 るよう全職員に周知徹底を行っ

公用車の使用にあたっては、た。

事故の絶無を期すよう安全運 今後は、さらに道路交通法を

転の徹底を図るとともに、車 遵守し安全運転の励行等につい

両の適切な管理に努められた て機会あるごとに周知徹底に努

い。 (注意事項) める。

高田土木事 平成 年 予算執行について20
務所 月 日 工事請負費の執行において、 今後は、奈良県会計規則に基12 17

不適正な歳出科目による支出 づき、適正な歳出科目で支出す

が認められた。 る。

今後は適正な歳出科目で支

出すべきである。

(指摘事項)

桜井土木事 平成 年 契約事務について20
務所 月 日 用地買収の契約期間延長契 全職員に対し、奈良県契約規11 12

約において、変更契約締結の 則に基づき、契約事務を適正に

伺いを行わずに契約を行って 処理するよう指示するとともに、

いるものが認められた。 今後も引き続き指導の徹底を図

変更契約締結においても事 る。

前に決裁を受けた上で契約を

締結すべきである。

(注意事項)

公用車事故の発生について

公用車使用中における事故 事故を起こした職員に対し、

の発生が認められた。 平成１９年８月３０日に注意を

公用車の使用にあたっては、喚起するため、所長より文書を

事故の絶無を期すよう安全運 手渡した。

転の徹底を図るとともに、車 また、公用車の事故防止のた

両の適切な管理に努められた め係長会議等で全職員に対し、

い。 (注意事項) 交通法規の遵守や安全運転につ

いて周知徹底を図った。

今後も、安全運転に対する意

識の高揚を図り事故防止に努め

る。

吉野土木事 平成 年 日々雇用職員の賃金の支給誤20
務所 月 日 りについて11 20

日々雇用職員の賃金の支給 日々雇用職員の賃金の支給誤

において日額単価を誤ったた りについて、平成２０年１２月

め、１０件、４４，３１３円 １８日にて支出処理した。

の支給不足が認められた。 今後は、支給誤りが生じない

適正に処理するとともに、 よう適正処理に努める。

今後の支給事務に留意すべき

である。 (注意事項)

公用車使用中における毀損に

ついて

公用車使用中における毀損 公用車使用中における毀損に

が認められた。 ついて、事故発生後係長会議、

公用車の使用にあたっては、仕事納め式及び仕事始め式にお

安全運転の徹底を図るととも いて、職員への周知を図った。



に、車両の適切な管理に努め 今後も、安全運転の徹底を図

られたい。 (注意事項) り、交通事故の防止に努める。

五條土木事 平成 年 特殊勤務手当の支給誤りにつ20
務所 月 日 いて11 18

高所作業手当の支給におい 高所作業手当の過年度過払い

て、事務処理を誤ったため、 分については、平成２０年１２

１件、１，４８０円の過払い 月１２日付けで全額本人から返

が認められた。 納させるとともに、今後一層適

適正に処理するとともに、 正な事務処理の徹底を図る。

今後の支給事務に留意すべき

である。 (注意事項)

公用車使用中における毀損に

ついて

前年度に引き続き公用車使 交通事故皆無を目指すため全

用中における毀損が認められ 職員を対象に交通安全運転講習

た。 会を行い事故防止及び安全運転

公用車の使用にあたっては、の徹底を図った。

安全運転の徹底を図るととも 今後はより一層、安全運転に

に、車両の適切な管理に努め 対する意識の向上を図り事故の

られたい。 (注意事項) 再発防止に努める。

ＪＲ連続立 平成 年 会計年度誤りについて20
体・幹線道 ６月２日 平成１９年度に購入した郵 日常から職員間でクロスチェ

路建設事所 便切手代１４９，２００円の ックを行わせ、出納閉鎖期間中

（旧ＪＲ奈 支払いを平成１８年度で支出 は特に会計年度誤りが起こらな

良駅連続立 していた。 いよう再発防止に努める。

体・街路事 今後は、計画的な予算執行

務所分） を行うとともに、適正な会計

年度で支出すべきである。

(注意事項)

大和川水系 平成 年 設計業務委託について20
ダム建設事 ３月 日 緑化設計業務委託において、 緑化設計区域の一部重複につ19
務所 関係課との調整が十分でなか いては、区域は重複しているも

ったため、関係課で以前実施 のの、大和川水系ダム建設事務

した同様の設計業務委託の設 所が工事により形状変更を行っ

計区域の一部と重複した区域 ており、再設計はやむ得ないも

について設計しているものが のと考えるが、再設計の成果を

認められた。 十分利用できなかったことにつ

今後は、事業実施にあたっ いては、ダム建設事務所と関係

ては、関係課と十分調整のう 課との調整が不十分であったた

え、効率的な予算執行をされ めと考えており、今後の事業実

たい。 (注意事項) 施にあたっては、関係課と十分

な調整のうえ適切な予算執行を

してまいりたい。

なお、当時の職員に注意を行

うとともに、当課職員に対して

も適正な予算の執行管理を実施

するように促したところである。

教育委員会 平成 年 嘱託職員の通勤報償費の支給20
教育研究所 １月 日 について18

嘱託職員の通勤報償費の支 嘱託職員の通勤報償費の認定

給において認定を誤ったため、誤りについては、認定の変更を



２件、２２８，０００円の過 行うとともに、過払分を平成２

払いが認められた。 ０年１月４日に本人から返納さ

適正に処理するとともに、 せた。

今後の支給事務に留意すべき 今後は、より一層慎重な審査

である。 (注意事項) に努め、支給事務を適正に行う。

橿原考古学 平成 年 かい長への事務の委任の範囲20
研究所 ４月 日 を超えた契約について23

契約規則に定めるかい長に 今後はこのようなことがない

対する事務委任の範囲を超え よう、関係法令（県会計規則、

て契約が行われていた。 県契約規則）を遵守し、契約業

今後は契約規則を遵守し、 務の適正な遂行に努める。

適正に処理すべきである。

(注意事項)

奈良北高等 平成 年 住居手当の認定について20
学校 １月 日 住居手当の支給において認 住居手当の認定誤りについて31

定を誤ったため、１件、６０ は、認定の取消を行うとともに、

９，５００円の過払いが認め 過払分のうち当該年度分は平成

られた。 ２０年１、２月分給与で調整し、

適正に処理するとともに、 過年度分は平成２０年３月５日

今後の認定事務に留意すべき に本人から返納させた。

である。 (注意事項) 今後は、より一層慎重な審査

に努め、適正に認定事務を行う。

西和清陵高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ20
等学校 月 日 いて12 15

高等学校授業料において未 指摘事項の時効が完成してい

収金の増加が認められた。 ると見られる平成１５年度の１

電話、文書、面談による納 件について、再度調査したとこ

付指導を行う等未収金の解消 ろ、平成１６年６月１日に文書

に努められているが、今後も 督促しており、時効が中断して

一層収納の促進に努めるべき いた。

である。 そして、改めて、平成２０年

なお、時効が完成している １２月１５日に本校から文書に

と見られる平成１５年度の１ よる督促をしたところ、１２月

件については、速やかに不納 ２５日に納付があった。

欠損処分を行うとともに、こ また、指導事項のあった、こ

れまでに時効中断事由がない れまでに時効中断事由がないた

ため、また、過去に債務承認 め、また、過去に債務承認され

がなされ一旦時効が中断した 一旦時効が中断したもののその

もののその後の納付がないた 後納付がないため、時効満了日

め、時効の満了日が近い未収 が近い６件について、昨年１２

金６件については、速やかに 月に学校から督促状を配達記録

債務承認等の時効中断措置を により送達したところ、宛所が

講じ、もって債権の保全に努 不明のため返送されてきた。つ

められたい。 (指摘事項) いては、監査結果報告後に現地

調査し確認した結果、居住が確

認できず、郵便の返送と併せて

居所不明と判断した。

今後も、高等学校授業料の未

納金については、督促状況を確

認し、債権の保全に努め、一層

収納の促進に取り組んで参る。

二階堂高等 平成 年 複写機消耗品代の単価契約に20



学校 ２月 日 ついて12
「奈良県長期継続契約を締 複写機消耗品代の単価契約は

結することができる契約を定 単年度とした。

める条例及び同施行規則」に 今後は、奈良県長期継続契約

定める契約でない、複写機消 を締結することができる契約を

耗品代の単価契約について、 定める条例及び同施行規則を遵

長期継続契約を締結していた。守し、適正に契約事務を行う。

今後は、同条例及び同施行

規則を遵守し、適正に処理す

べきである。 (注意事項)

磯城野高等 平成 年 高等学校授業料の未収金につ20
学校 １月 日 いて18

高等学校授業料において未 「奈良県立高等学校授業料及

収金の増加が認められた。 び入学料徴収事務取扱要綱」に

未収金の回収に努力されて 基づき、電話、文書、訪問によ

いるが、より一層の適正な債 る納付指導を行っているが、今

権管理と早期回収に努めると 後もより一層の債権管理を徹底

ともに、新たな未収金発生の し、未収金の減少と発生の防止

防止に努められたい。 に努める。

(注意事項)

奈良情報商 平成 年 通勤手当の認定について20
業高等学校 ２月６日 通勤手当の支給において認 通勤手当の認定誤りについて

定を誤ったため、１件、２０，は変更を行うとともに、過払い

０００円の過払いが認められ の一部を平成２０年１月分給与

た。 で調整し、残額については、平

適正に処理するとともに、 成２０年２月２６日に本人から

今後の認定事務に留意すべき 返納させた。

である。 (注意事項) 今後は、一層慎重な審査に努

め、認定事務を適正に行う。

桜井高等学 平成 年 高等学校授業料の減免事務に20
校 ２月６日 ついて

高等学校授業料の減免事務 高等学校授業料の減免事務に

において、事務処理を誤った おける決定誤りについては、決

ため、１件、４３,２００円 定を変更するとともに、徴収不

の徴収不足が認められた。 足については、家庭訪問のうえ

適正に処理するとともに、 説明を行うとともに、文書・電

今後の減免事務に留意すべき 話により督促を行っているとこ

である。 (注意事項) ろである。

今後はより一層慎重な審査に

努め、減免事務を適正に行うと

ともに未納入分については、早

期の回収に努める。

王寺工業高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ20
等学校 月 日 いて11 10

高等学校授業料において未 「奈良県立高等学校授業料及

収金の増加が認められた。 び入学料徴収事務取扱要綱」に

電話、文書、面談による納 基づき適正に徴収事務を行いよ

付指導を行う等未収金の解消 り一層収納促進を図るとともに、

に努められているが、今後も 授業料等徴収促進委員会の活用

一層収納の促進に努めるべき 等により学校全体の連携強化を

である。 (注意事項) はかり、未収金の回収と発生の



防止に努める。

御所工業高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ20
等学校 月 日 いて11 10

高等学校授業料において 「奈良県立高等学校授業料及

未収金の増加が認められた。 び入学料徴収事務取扱要綱」に

滞納者に対し、文書による 基づき、適正に徴収事務を行う

督促、また、個別訪問により ため、学校全体で徴収促進のた

納付指導を行い納付計画書の めの体制を強化する。また、新

提出を求めるなど、未収金の たな未収金発生を防止するため

解消に努力されているが、今 に早期の対応を図るとともに、

後一層未収金の解消に努める 高額未納者への対策として実態

べきである。 (指摘事項) の把握と分析を行い効果的な徴

収対策を講じ、法的措置の活用

も念頭に置き未収金の縮減に努

める。

大淀高等学 平成 年 高等学校授業料の減免事務に20
校 １月 日 ついて29

高等学校授業料の減免事務 過徴収分４３，２００円につ

において、事務処理を誤った いては、直ちに戻出処理を行っ

ため、１件、４３，２００円 た。

の過徴収が認められた。 今後の減免事務にあたっては、

適正に処理するとともに、 更なる慎重なチェックを行い適

今後の減免事務に留意すべき 正な減免事務を行う。

である。 (注意事項)

吉野高等学 平成 年 高等学校授業料の未収金につ20
校 月 日 いて11 10

高等学校授業料において未 「奈良県立高等学校授業料及

収金の増加が認められた。 び入学料徴収事務取扱要綱」に

今後も定期的に授業料等徴 基づき、授業料等徴収促進委員

収促進委員会を開催し、滞納 会を開催し、納付指導を強化す

者に対する納付指導を徹底・ るとともに減免や奨学金制度の

強化するほか、支払督促等の 活用及び分納により未収金の減

法的措置を導入するなど、一 少と発生の防止に努める。

層の収納促進と新たな発生防 また、現在支払督促の法的措

止に努めるべきである。 置の手続き中であり、支払督促

(指摘事項) の申し立て制度を活用して収納

の促進に努めている。

公安委員会 平成 年 公用車事故の発生について20
奈良警察署 ６月２日 前年度に引き続き、公用車 何れの事故においても、事故

使用中における事故の発生が 発生直後に関係者から事故原因

認められた。 等について詳細に事情聴取する

公用車の使用にあたっては、とともに、安全運転の徹底を図

事故の絶無を期すよう安全運 るよう指導した。

転の徹底を図るとともに、車 また、幹部会議及び署員研修

両の適切な管理に努められた において、署員に対して安全確

い。 (指摘事項) 認及び安全運転の徹底を指示し、

交通事故防止に努めるよう周知

徹底を図った。

今後とも、奈良県警察職員交

通事故防止規程に基づき、警察

車両運転技能審査の受審及び安

全運転講習の受講並びに毎月の



研修、朝礼及び小集団討議等、

あらゆる機会を通じて交通事故

防止対策の指導教養を続けて実

施し、公用車事故の絶無を期す。

奈良西警察 平成 年 公用車事故の発生について20
署 月 日 前年度に引き続き公用車使 交通事故発生直後、事故原因11 10

用中における事故の発生が認 の検証を行い、事故防止におけ

められた。 る基本動作である安全確認の徹

公用車の使用にあたっては、底を繰り返し指示した。

事故の絶無を期すよう安全運 日々の朝礼、車両点検時にお

転の徹底を図るとともに、車 いて安全運転五則を復唱させる

両の適切な管理に努められた など交通事故防止について指導

い。 (指摘事項) 教養を徹底し、定例研修におい

ては全署員を対象に安全運転対

策の具体例を挙げ、基本動作の

重要性を再認識させ、交通事故

防止の周知徹底を図った。

今後とも、継続した安全運転

指導、教養を行い全署員の事故

防止に対する運転技術及び意識

の向上を図り、公用車事故の絶

無に努める。

生駒警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
月 日 前年度に引き続き公用車使 事故当事者に発生状況の詳細11 10

用中における事故の発生が認 な聴取を行い、事故原因の検証

められた。 を行うとともに事故防止の基本

公用車の使用にあたっては、動作である安全確認の徹底を指

事故の絶無を期すよう安全運 示した。

転の徹底を図るとともに、車 今後とも、仕業点検時に幹部

両の適切な管理に努められた が安全運転指導を行うなど、全

い。 (指摘事項) 署員に対してあらゆる機会を通

じて、継続した交通事故防止対

策の教養を行い、公用車事故の

絶無に努める。

郡山警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
４月 日 前年度に引き続き、公用車 交通事故が発生した直後の署18

使用中における事故の発生が 員研修において、交通事故が発

認められた。 生した原因等の究明など安全運

公用車の使用にあたっては、転教育等の指導を行った。

事故の絶無を期すよう安全運 また、運転者及び同乗者に対

転の徹底を図るとともに、車 し、安全確認、安全運転の徹底

両の適切な管理に努められた を指示した。

い。 (指摘事項) 今後は、交通事故発生の絶無

に努める。

通勤手当の認定について

通勤手当の支給において認 認定の変更を行うとともに、

定を誤ったため、１件、１８，過払いについては、平成２０年

０００円の過払いが認められ ２月分の給与で調整した。

た。 今後は、より一層慎重な審査

適正に処理するとともに、 に努め、認定事務を適正に行う。

今後の認定事務に留意すべき



である。 (注意事項)

西和警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
月 日 前年度に引き続き公用車使 交通事故発生直後、関係者か11 10

用中における事故の発生が認 ら発生状況を詳細に聴取し、事

められた。 故原因について検証した。

公用車の使用にあたっては、 運転者及び同乗者には、交通

事故の絶無を期すよう安全運 法規を遵守の上、交通環境・道

転の徹底を図るとともに、車 路状況を常に念頭に置き、安全

両の適切な管理に努められた 運転に徹するよう指導した。

い。 (指摘事項) また、幹部会議及び署員研修

等において、全署員に対して、

安全確認と職責を自覚した運転

の励行を指示し、交通事故防止

に努めるよう周知徹底を図った。

今後とも、奈良県警察職員交

通事故防止規程に基づき、全署

員に安全運転徹底の指導教養を

継続実施し、公用車使用中にお

ける事故の絶無に努める。

宇陀警察署 平成 年 公用車使用中における毀損に20
月 日 ついて11 10

前年度に引き続き公用車使 毀損事故発生直後に運転者及

用中における毀損が認められ び車両管理者から、毀損原因等

た。 について詳細に事情聴取すると

公用車の使用にあたっては、ともに、再発防止のため、交通

安全運転の徹底を図るととも 関係法令等の遵守及び安全運転

に、車両の適切な管理に努め 並びに車両の適正管理に努める

られたい。 (指摘事項) よう指示徹底した。

今後も、全署員に対して、車

両点検時や研修などあらゆる機

会を通じて、継続した交通事故

防止の指導教養を実施して、安

全運転に対する意識の向上を図

ると共に、公用車の適切な使用

管理に努める。

田原本警察 平成 年 公用車事故の発生について20
署 月 日 公用車使用中における事故 事故発生直後に関係者から事11 10

の発生が認められた。 故原因等を詳細に事情聴取する

公用車の使用にあたっては、とともに、安全運転の徹底を図

事故の絶無を期すよう安全運 るよう指導した。

転の徹底を図るとともに、車 また、幹部に対しては毎日の

両の適切な管理に努められた 幹部会議において、署員に対し

い。 (注意事項) ては毎日の朝礼及び毎月の署員

研修時において、交通法規を遵

守し、安全運転及び交通事故防

止に努めるよう指示した。

今後とも、公用車使用中の事

故防止については、署員研修等

のあらゆる機会を通じて交通事

故防止の指導教養を実施し、公

用車事故の絶無に努める。

橿原警察署 平成 年 公用車事故の発生について20



４月 日 前年度に引き続き、公用車 何れの事故においても、関係23
使用中における事故の発生が 者から事故原因等について詳細

認められた。 に事情を聴取するとともに、交

公用車の使用にあたっては、通法規を遵守し安全運転及び交

事故の絶無を期すよう安全運 通事故防止に努めるよう指導し

転の徹底を図るとともに、車 た。

両の適切な管理に努められた また、毎朝の朝礼、幹部会議

い。 (指摘事項) 及び毎月開催する署員研修にお

いて、全署員に交通法規の遵守

と安全確認及び安全運転の徹底

を指示し、交通事故防止に努め

るよう周知徹底を図った。

今後、奈良県警察職員交通事

故防止規程に基づき、警察車両

運転技能審査の受審及び安全運

転講習の受講並びに小集団討議

等あらゆる機会を通じて全署員

に継続した交通事故防止対策の

指導教養を実施し、公用車事故

の絶無に努める。

警察施設使用料の調定漏れに

ついて

警察施設使用料において、 調定漏れについては、平成２

１件、９，６００円の調定漏 ０年２月８日に収納した。

れが認められた。速やかに調 今後、規則に基づき調定事務

定を行うとともに、今後は行 を適正に行う。

政財産使用料条例施行規則に

基づき年度当初に調定を行う

べきである。 (注意事項)

高田警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
月 日 前年度に引き続き公用車使 何れの事故においても、事故11 10

用中における事故の発生が認 発生直後に関係者から事故原因

められた。 等について詳細に事情聴取する

公用車の使用にあたっては、とともに、安全運転の徹底を図

事故の絶無を期すよう安全運 るよう指導した。

転の徹底を図るとともに、車 また、幹部に対しては事故直

両の適切な管理に努められた 後の幹部会議において、署員に

い。 (指摘事項) 対しては週３回の朝礼及び毎月

の署員研修時において、公用車

使用中の交通事故防止に努める

よう、安全運転の徹底を指示し

た。

今後とも、公用車使用中の事

故防止については、署員研修等

のあらゆる機会を通じて交通事

故防止対策の指導教養を継続実

施し、公用車事故の絶無に努め

る。

五條警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
月 日 公用車使用中における事故 交通事故発生直後、事故原因11 10

の発生が認められた。 の検証を行い、事故防止におけ



公用車の使用にあたっては、る基本動作である安全確認の徹

事故の絶無を期すよう安全運 底を指示した。

転の徹底を図るとともに、車 また、毎朝実施している運行

両の適切な管理に努められた 前車両点検を今後も継続、徹底

い。 (注意事項) するよう指示するとともに、朝

礼及び定例研修においては、全

署員を対象に安全運転対策の具

体例を挙げ、基本動作の重要性、

公用車事故が警察業務に及ぼす

影響について再度認識させ、交

通事故防止の周知徹底を図った。

今後とも、機会あるごとに安

全運転の指導と教養を行い継続

して意識の向上を図ることによ

り、公用車事故の絶無に努める。

吉野警察署 平成 年 公用車事故の発生について20
月 日 公用車使用中における事故 交通事故の発生を受け、直ち11 10

の発生が認められた。 に署員に対して交通事故の発生

公用車の使用にあたっては、を伝え、事故原因の検証を行い、

事故の絶無を期すよう安全運 安全運転の徹底を図るよう指導

転の徹底を図るとともに、車 した。

両の適切な管理に努められた また、毎日の朝礼や月１回の

い。 (注意事項) 研修時には、全署員に運転の基

本動作である「安全運転五則」

を遵守し、安全運転、交通事故

防止に努めるよう指導した。

今後とも、小集団討議等あら

ゆる機会を通じて継続した安全

運転指導、教養を実施し、公用

車事故の絶無に努める。

中吉野警察 平成 年 公用車事故の発生について20
署 月 日 公用車使用中における事故 事故発生直後に関係者から事11 10

の発生が認められた。 故原因等を詳細に事情聴取する

公用車の使用にあたっては、とともに、安全運転の徹底を図

事故の絶無を期すよう安全運 るよう指導した。

転の徹底を図るとともに、車 また、幹部に対しては毎日の

両の適切な管理に努められた 幹部会議において、署員に対し

い。 (注意事項) ては毎日の朝礼及び毎月の署員

研修時において、交通法規を遵

守し、安全運転及び交通事故防

止に努めるよう指示した。

今後とも、公用車使用中の事

故防止については、署員研修等

あらゆる機会を通じて、交通事

故防止の指導教養を実施し、公

用車事故の絶無に努める。

（ウ）財政的援助団体等

監査実施
所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

社団法人奈良県 平成 年 補助金の交付申請及び実績報20



歯科医師会 月 日 告事務について12 19
１ 歯科衛生士養成事業補助 (1) 歯科衛生士養成事業補助金

金において、補助金交付要綱 の補助対象経費の明確化につい

上、補助対象とならない経費 て

を補助対象経費として交付申 補助要綱に則って、補助対象

請、実績報告が行われていた。経費と補助対象外経費について

また、決算見込額で精算報告 は明確に区分し、尚且つ支出処

が行われ、最終決算額が変更 理時にもチェックの上、決算実

になっているにもかかわらず、績報告書に反映させる体制を整

最終決算額の報告が行われて えた。

いなかったため、平成１５年 (2) 歯科衛生士養成事業補助金

度２１３，０００円、平成１ の一部返還について

８年度３，０００円、合計２ 補助対象にならない経費を補

１６，０００円の補助金の過 助対処として交付申請したため

大な受領が認められた。 過大に受領した補助金について

補助金の交付申請及び実績 は、直ちに返還処理をすること

報告に当たっては、補助対象 とした。

経費と補助対象外経費を明確 (3) 歯科衛生士養成事業補助金

に区分し、適正に執行すると の根拠となる帳簿・資料の整理

ともに最終決算額の報告を行 について

うべきである。 実績報告書の審査の際、根拠

となる帳簿・資料等の整理を行

い、最終決算額を報告できるよ

う、体制を整えた。

２ 奈良県地域医療推進費補 ２ 補助対象となっていた歯科

助金にかかる歯科助手等のス 助手等のスキルアップ講習会事

キルアップ講習会事業におい 業は、歯科医院での正確な業務

て、受講者から徴収している の遂行や患者さんへのより適切

負担金を控除せずに講習会の な対応等を目的として行ったも

開催費用を補助対象経費とし ので、参加する受講者からは講

ていたものが認められた。 師料やテキスト代等を負担金と

補助対象事業において特定 して徴収し、開催していた。

の収入がある場合は、当該収 本事業については、今回の指

入を控除して補助対象経費を 摘を受け、事業経費から受講者

算定すべきである。 の負担金を控除し、補助対象経

(指摘事項) 費の精査を行った。今後も補助

対象事業において、特定の収入

がある場合は、当該収入を控除

し、補助対象経費を適切に算定

していく。

なお、今回の控除により、奈

良県地域医療推進費補助金にか

かる補助対象経費が減額となっ

たが、全体では補助金を上回る

ため、補助金額に変更は生じて

いない。

[所管する課]

地域医療連携課 奈良県地域医療推進費補助金

について

奈良県地域医療推進費補助 実績報告の審査については、

金にかかる歯科助手等のスキ 報告書の提出後、複数名の担当

ルアップ講習会事業において、者により、現場に赴き、根拠と



受講者から徴収している負担 なる帳簿・資料等を確認してい

金を控除せずに講習会の開催 くように課内体制を整備し、実

費用を補助対象経費としてい 施する。

たものが認められた。

今回の問題は、実績報告の

審査が不十分であったことに

起因するものであり、実績報

告書の審査に当たっては、根

拠となる帳簿・資料等を確認

するなど、完了検査の充実・

強化を図るべきである。

(指摘事項)

[所管する課]

健康増進課 歯科衛生士養成事業補助金に

ついて

歯科衛生士養成事業補助金 ( ) 歯科衛生士養成事業補助金1
において、補助金交付要綱上 交付要綱の改正

補助対象とならない経費を補 今回の指摘事項である補助対

助対象経費として交付申請、 象とならない経費を補助対象経

実績報告を行っていたものが 費とした経緯を調査した結果、

認められた。また、決算見込 補助金交付担当者及び事業者双

額で補助金の交付を行い、最 方とも補助対象経費に該当する

終決算額の確認を行わなかっ と誤解していたことが判明。そ

たため、平成１５年度２１３，の原因は、現行の歯科衛生士養

０００円、平成１８年度３， 成事業補助金交付要綱の記載の

０００円、合計２１６，００ 仕方が不明確であったため。指

０円の過大な支出が認められ 摘を受け、同要綱の改正を行い、

た。 補助対象経費の規定の仕方を明

適正に処理するとともに、 確にし、改正要綱を平成２０年

今後、交付申請書の内容を十 度補助金から適用することとし

分に確認し、実績報告書の審 た。

査に当たっては、根拠となる (2) 過大な支出金の返還

帳簿・資料等を確認するなど、 過大な支出金２１６，０００

完了検査の充実・強化を図る 円は、奈良県補助金等交付規則

べきである。 (指摘事項) に基づき事業者に対して平成２

１年３月５日付けで交付決定の

一部取消しを行い返還を命じ、

平成２１年３月６日事業者から

県に全額納付された。

(3) 補助金事務にかかる執行体

制の強化

指摘のとおり、交付申請内容

や実績報告書の確認作業の不十

分さが今回の過大な支出を招い

た要因である。これは当該補助

金事務担当者一人の問題ではな

く、課全体でのチェック体制の

問題と認識している。

複数の者によるチェック、提

出された書類や事業者への電話

での問い合わせだけでなく、根

拠となる帳簿・資料等の確認を

徹底して行い再発防止に努める。





平成２１監査年度分

（ア）本庁

監査実施
部局及び所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

総務部 平成 年 普通財産貸付料の調定につい21
総務厚生セ ８月６日 て

ンター 継続分の普通財産貸付契約 今後は、規則に基づき適正に

に係る貸付料について、調定 調定事務を行う。

時期の遅延が認められた。

使用料の納期限については、

奈良県公有財産規則第１８条

第１号の規定により、貸付料

の額の定めが年額である場合

にあっては、毎年４月２５日

までとなっているため、今後

は、年度当初に調定を行うべ

きである。 (注意事項)

福祉部 平成 年 心身障害者扶養共済制度掛金21
障害福祉課 ５月 日 収入の未収金について20

心身障害者扶養共済制度掛 心身障害者扶養共済制度に加

金収入において未収金の増加 入していながら未収のあるもの

が認められた。 について、文書督促、電話督促

督促の実施など未収金の回 等を強化し、保険料徴収、脱退

収に努力されているが、今後 等の措置をとった。

一層の促進に努められたい。 心身障害者扶養共済制度から

(注意事項) の脱退者で未収のあるものにつ

いても、引き続き催告等を強化

した。

今後も当該取り組みを継続し

て行うとともに、制度加入滞納

者に対しては資格喪失措置等の

厳しい態度で臨み、債権回収率

のさらなる向上に努めて参りた

い。

こども家庭局 平成 年 母子・寡婦福祉資金貸付金に21
こども家庭 ５月 日 おける償還未済金について20
課 母子・寡婦福祉資金貸付金 償還未済金については、従来

の償還金において、償還未済 より債務者の償還能力に応じた

金の増加が認められた。 償還指導や滞納の未然防止に努

支払督促の申立予告を行う めているところであるが、今後

など回収に努められているが、も、償還開始時や初期滞納者に

今後一層収納の促進に努めら 対する償還指導を徹底するとと

れたい。 (注意事項) もに、悪質滞納者に対しては法

的措置（支払督促）も視野に入

れた償還指導や催告の強化を行

い、より一層の収納の促進に努

める。

なお、本年度においては、行

政経営課実施の債権回収外部委

託を活用し、収納の促進に努め

ている。



児童扶養手当過払金における

返納未済金について

児童扶養手当過払金におい 児童扶養手当過払金の返納未

て返納未済金の増加が認めら 済金については、従来からその

れた。 解消に努めているところである

督促の実施や時効の防止策 が、今後も過払い発生時の納付

を講じられているが、今後一 指導を強化し、滞納状況から債

層収納の促進に努められたい。務者を分類し計画的な返済指導

(注意事項) を実施するとともに、債務者の

返済能力に応じて分割額を見直

すなど、より適切な返済の指導

を進め、一層の収納の促進に努

める。

なお、本年度においては、行

政経営課実施の債権回収外部委

託を活用し、収納の促進に努め

ている。

児童措置費負担金の未収金に

ついて

児童措置費負担金において 児童の入所措置の際に、保護

未収金の増加が認められた。 者への説明と指導を強化し、未

督促の実施など未収金の回 然の防止にさらに努めるととも

収に努力されているが、今後 に、初期の未納者に対する早期

一層収納の促進に努められた の納付指導を徹底する。また、

い。 (注意事項) 未納者の世帯状況の把握に努め、

分割納付等適切な納付指導を行

い、一層の収納促進に務める。

上記対応の円滑実施のため、こ

ども家庭相談センターとの連携

強化を図る。

健康安全局 平成 年 看護師等修学資金貸付金の償21
地域医療連 ７月 日 還未済金について22
携課 看護師等修学資金貸付金の 看護師等修学資金貸付金の償

償還金において、償還未済金 還未済金については、引き続き

の増加が認められた。 督促状による納付催告や家庭訪

文書、電話による督促等を 問による納付指導を行う。また、

行い、償還未済金の回収に努 看護師等養成所の会議において

められているが、今後一層収 学生への指導について引き続き

納の促進に努められたい。 協力を依頼するとともに、看護

(注意事項) 師等修学資金貸付金制度の趣旨

徹底と返還指導を強化し、滞納

金の発生防止を図り、一層の未

収金の回収に努める。

契約規則で定められた限度額

を超えた随意契約について

録音テープ反訳作業委託契 今後は、契約規則に基づき適

約（単価契約）について、契 正に処理する。

約規則に定められている限度

額を超えて随意契約が行われ

ていた。



契約規則を遵守し、適正に

行うべきである。

(注意事項)

医療管理課 平成 年 補助金の交付事務について21
７月 日 奈良県病院協会運営費補助 今年度から団体運営費補助か22

金交付事務において、実績報 ら事業補助へ、補助事業の見直

告書が提出されておらず、精 しを実施する。

算も行われていなかった。 運営事業補助金交付要綱を、

実績報告書は、交付要綱に 事業補助金交付要綱へ改正を行

定められた期日（補助事業の う。

完了した日から２０日以内） 今回の指摘事項をふまえ、今

までに提出させ、出納整理期 年度は事業の執行管理を十分に

間内に精算しなければならな 行い、事務手続きについても適

い。補助金交付要綱に基づき 正な時期に、確実に実施・確認

事務手続きを適正に行うべき を行うよう努めていきたい。

である。 (注意事項)

健康増進課 平成 年 未熟児養育医療費負担金の未21
７月 日 収金について22

未熟児養育医療費負担金に 未収金対策として未納者に対

おいて未収金の増加が認めら して文書による督促及び催告、

れた。 電話等による納入指導を実施、

今後も一層、収納の促進に ９月から１０月初めには訪問徴

努めるべきである。 収により収納促進を図ってきた

(指摘事項) ところである。

また、納入通知書等の返戻分

は住所調査を行い転居先へ送付、

訪問徴収において一括納入の困

難な者に対しては、分納誓約書

を取り、納付書を送付するなど

未収金が生じないよう努めてい

る。

今後とも、これらの対策を強

化するとともに、未収金対応の

手続きを定めるなどにより効果

的な未収金対策を行い、一層未

収金の収納促進を図る。

商工労働部 平成 年 貸付金の償還未済金について21
商工課 ５月 日 中小企業高度化資金貸付金、 新規貸し付けに当たっては、29

中小企業店舗高度化資金貸付 厳格な審査とともに不動産担保

金、小規模企業者等設備導入 の徴求により将来の未収金発生

資金貸付金において、償還未 防止に努めたところである。未

済金が認められた。貸付金等 収金を発生させている貸付先の

については一層の厳正な審査 多くは廃業や債務者の高齢化な

の実施を図るなど未収金の減 どのためまとまった返済が困難

少及び発生防止に努めるとと な状況であるが、催促強化日を

もに、制度の趣旨に添い、厳 毎月定めることによって計画的

正な指導と対応を行い、債権 な督促に努め、貸付先の生活実

の保全及び回収に一層取り組 態や資産状況を把握し毎月継続

むべきである。 して返済するよう促してきたと

なお、ヤマトハイミール食 ころである。

品協業組合にかかる債権につ ヤマトハイミール食品協業組

いては、債務者（連帯保証人 合に係る債権については、これ



を含む。）に対する競売開始 までに抵当物件の競売（２１年

申立などが行われ、連帯保証 ４月配当）をはじめとして、組

人財産の任意売却及び組合等 合及び理事長である連帯保証人

の土地・建物・機械器具の競 に対する破産申立（２１年８月

売により、一部債権回収が図 ５日異時廃止決定）、他の連帯

られたところであり、今後も 保証人２名に対する自宅土地家

さらなる債権回収に向けて引 屋の強制競売申立（１名につい

き続き努力されたい。 ては任意売却により一定額を回

(指摘事項) 収、１名については請求異議申

立があったが地裁で県勝訴）、

他の１名に対する毎月の給与所

得からの回収を行ってきたとこ

ろである。また、係争していた

「怠る事実の違法確認等請求控

訴事件」及び「証書真否確認事

件・請求異議事件」はいずれも

２１年１２月に判決が言い渡さ

れ、前者については上記の県の

措置を受け原告が県に対する訴

えを取り下げ（個人被告に対す

る損害賠償については請求棄却

されたが、原告が上告した）、

後者については県の勝訴となっ

た。今後も引き続き連帯保証人

の資産状況調査などを行い、積

極的な債権回収に努めていくこ

ととしている。

雇用労政課 平成 年 補助金交付事務について21
５月 日 補助金交付事務において、 今後は事業実施前に補助指令29

補助事業終了後も補助指令が を行うこととし、補助金交付事

行われていないものが認めら 務について各補助金の交付要綱

れた。 に基づき、適正な執行に努める。

今後は、事業開始前に補助

指令を行うべきである。

(注意事項)

農林部 平成 年 郵便切手の購入について21
農業水産振 ７月９日 郵便切手について、年度末 郵便切手の購入にあたっては、

興課 に大量に購入し、翌年度繰越 毎月末に在庫量を確認・記録し、

額が年間使用量を上回ってい 過剰な在庫を持たないよう計画

た。 的な発注に努める。特に年度末

購入にあたっては、使用の においては、管理職による早期

見込量と残高を十分精査し、 の在庫チェックを徹底し、必要

必要量を購入すべきである。 最小限の発注に止める。

(注意事項)

畜産課 平成 年 郵便切手の購入について21
７月９日 郵便切手の残高が年間使用 郵便切手の購入にあたっては、

量に比べ、十分あるにもかか 毎月末に在庫量を確認・記録し、

わらず、年度末に一括購入さ 過剰な在庫を持たないよう計画

れていた。 的な発注に努める。特に年度末

購入にあたっては、使用の においては、管理職による早期

見込量に応じて、必要量を購 の在庫チェックを徹底し、必要

入すべきである。 最小限の発注に止める。



(注意事項)

耕地課 平成 年 国営総合農地開発事業費分担21
７月９日 金の未収について

国営総合農地開発事業費分 土地改良区に滞納処分を実施

担金について、平成１９年度 する旨の督促状を送達したが、

に発生した未収金は平成２０ 今後も早期に完納されるよう引

年度中に解消されたが、平成 き続き催告を行う。

２０年度分について新たに未 また、土地改良区が農家から

収金が発生しており、未収金 負担金を徴収できるよう農地の

額も増加している。 流動化対策、営農活性化対策を

今後、未収金が継続して拡 講じるとともに、土地改良区が

大することのないよう、適切 滞納者に対して滞納処分を実施

な収納対策を講じるべきであ するよう指導をして行く。

る。 (指摘事項)

林政課 平成 年 コピー用紙の購入について21
７月９日 年度末に大量のコピー用紙 コピー用紙の購入にあたって

が購入されていた。 は、毎月末に在庫量を確認・記

物品の購入にあたっては、 録し、過剰な在庫を持たないよ

年間及び月別の使用量をあら う計画的な発注に努める。特に

かじめ見込み、必要に応じて 年度末においては、管理職によ

購入すべきであり、翌年度へ る早期の在庫チェックを徹底し、

大半を繰越すことがないよう 必要最小限の発注に止める。

計画的に執行されたい。

(注意事項)

土木部 平成 年 賃金にかかる国庫補助事務費21
総務室 ８月 日 の経理処理について24

平成２０年度決算において、 国庫補助事務費の今後の執行

国庫補助対象とならない土木 にあたっては、業務の内容や補

事務所の日々雇用職員賃金の 助事業の目的等をより一層精査

一部（炊事等賄い担当等）が し、適切な区分経理を実施して

国庫補助事務費として経理処 いく。

理されていた。 また、事務費の決算事務処理

国庫補助対象事務費は、補 については、年末等早い時点に

助事業執行のために直接必要 おいて補助・単独の区分も含め

な経費を充当すべきものであ 事務費の執行状況を把握し、国

ることから、今後の事務処理 庫補助事務費の執行予定額を見

にあたっては、業務の内容と 込むとともに、年度末の決算時

補助事業の目的等を十分精査 点では再度の最終確認を行うな

し、適切に経理を区分する必 ど、二段階でのチェックを実施

要がある。 し、適正な予算執行に取り組ん

併せて、部局内において適 でいく。

切なチェック体制を早急に整

えられるとともに、適正な予

算執行に向けた取り組みを徹

底されたい。 (指摘事項)

まちづくり推進 平成 年 収入印紙、郵便切手の保管管21
局 ７月 日 理等の適正化について31

住宅課 県営住宅の明渡訴訟等に要 県営住宅の明渡訴訟等に要す

する収入印紙及び郵便切手の る収入印紙及び郵便切手の受け

受け払いについて、交付簿等 払いについて、保管残額が確認

が作成されておらず、保管残 できるよう、それぞれの交付簿

高の確認が行われていなかっ を作成のうえ、取扱責任者及び



た。 取扱担当者を定め、複数の者で

今後は、交付簿等の帳簿を 確認する体制とした。また、保

作成し、保管残高を明らかに 管している収入印紙等は、執行

するとともに、取扱責任者等 状況を確認のうえ、今後の明渡

を定めて適正な管理に努める 訴訟等の件数の見込みを出し、

べきである。 必要最小限度にとどめることと

なお、現在の各保管残高が する。

多額となっているので、保管

管理における安全確保の観点

から、必要最小限度の保管額

にとどめられたい。

(指摘事項)

県営住宅使用料等の未収金に

ついて

県営住宅使用料、入居者負 県営住宅の使用料等の未収金

担修繕費及び明渡請求後の住 については、嘱託職員の巡回に

宅損害金において、それぞれ よる納付依頼や昼間不在者への

未収金が増加し総額が多大と 夜間訪問により回収に努めてい

なっている。 る。また、予防措置として使用

滞納者に対し明渡訴訟や強 料等の支払方法について、納付

制執行などの法的措置を含め 書による振込方法から口座振替

た滞納整理に努めているほか、への手続き変更を促している。

平成１９年度から導入した退 滞納者に対しては、滞納２ヶ月

去滞納者に対する債権回収の 後から順次、督促状、明渡請求

民間委託を平成２０年度にお 通知等を送付し、さらに明渡訴

いても推進するなど未収金の 訟などの法的措置へと厳格に対

解消に努力されているが、今 応している。

後一層、未収金の収納の促進 退去滞納者の未収金について

に努めるべきである。 は、平成２０年度に引き続き債

特に、県営住宅使用料につ 権回収会社に収納委託しており、

いては現年度分の収納率が悪 昨年度年１回であった退去滞納

化していることから、より一 者の情報提供回数を今年度から

層管理代行者等との連携を強 年４回程度に増やす予定であり、

化し新たな未収金発生の防止 退去後の早期接触を図ることで

を図られたい。 (注意事項) 債権回収の強化に努めることと

している。

現年度分の家賃の収納率の悪

化に対しては、管理代行者等と

の情報交換の場を増やし、連帯

強化を図ることで収納率の向上

に努める。

教育委員会 平成 年 奨学資金貸付金の償還未済に21
学校支援課 ６月５日 ついて

①高校奨学資金貸付金におい 奨学資金貸付金の償還未済金

て、償還未済額の増加が認め については、従来から滞納者に

られた。 返還督促を行い、併せて返還相

今後一層収納の促進に努め 談会（県内２４会場）を開催し

るべきである。 返還方法等の周知徹底を図ると

②大学奨学資金貸付金におい ともに、戸別訪問及び電話等に

て、償還未済額の増加が認め よる返還督促を実施してきた。

られた。 また、平成１８年度から非常

今後一層収納の促進に努め 勤嘱託４名を雇用し、訪問督促



るべきである。 を強化するとともに返還免除・

③高等学校全日制課程等修学 猶予についての周知も併せて行

奨励金貸付金において、償還 ってきた。

未済額の増加が認められた。 平成２０年度からは法的措置

今後一層収納の促進に努め を実施して支払督促の申立てを

るべきである。 (注意事項) 行い、平成２１年度においても

支払督促の申立て及び仮執行宣

言の申立てを行った。さらに、

に、平成２２年度からは、行方

不明や遠隔地等で回収が困難な

債権について民間への債権回収

委託を実施する。

以上の対策を講じてきたが、

今後も引き続き償還未済金の回

収に努める。

（イ）出先機関

監査実施
部局及び所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

知事公室 平成 年 廃棄物の処理委託契約につい21
東京事務所 月 日 て12 16

ｉスタジオの売却準備にあ 不用物の廃棄処分に関する取扱

たり、ボイラー室にあった成 の徹底

分不明の液体を処分委託する 今回の成分不明液体の処分に

際、産業廃棄物であるとの認 ついては、成分分析結果の「希

識がなかったため、廃棄物処 釈して放流可能」との報告によ

理法の許可を得ていない業者 り、一般廃棄物との認識のもと

と契約し、委託料の支払いを 契約執行を行った。

していた。処分にあたっては、 今回の事象は適正な処理方法

産業廃棄物と判明したため、 に関する認識が不足していたこ

許可業者とも廃棄物処理法に とに起因するものと深く反省し

従った契約がそれぞれ交わさ ている。

れているが、許可を得ていな 結果として産業廃棄物の処理

い業者との契約は必要のない がなされていたものの、今後は

ものである。 かかることのないよう適正な法

不用物の廃棄処分にあたっ の運用を図るべく関係機関と十

ては、廃棄物処理法に基づき、分協議を行うとともに、このこ

適正な契約・支払をするべき とについて所属職員への周知徹

である。 (注意事項) 底に努めて参る。

福祉部 平成 年 生活保護返納金の未収金につ21
中和福祉事 月９日 いて11
務所 生活保護返納金において未 生活保護返納金については、

収金の増加が認められた。 その多くは生活保護受給者が収

電話、訪問等により未収金 入や資産を正確に申告しないこ

の回収に努力されているが、 とにより発生していることから、

今後も一層収納の促進に努め 受給者に対して、生活保護制度

るべきである。 (注意事項) の説明や指導を一層徹底するこ

とにより返納金の発生防止に努

める。

また、返納金の徴収にあたっ

ては、生活実態の確認を行い、



督促状等の送付や電話による催

告、各地区担当からの催促の強

化、世帯訪問による納入指導を

実施し、分割による納付にも応

じることで、引き続き未収金の

収納促進に努める。

吉野福祉事 平成 年 生活保護返納金の未収金につ21
務所 月９日 いて11

生活保護返納金において未 生活保護返納金の滞納者につ

収金の増加が認められた。 いては、電話や訪問により支払

電話、訪問等により未収金 いを求めるとともに、滞納の理

の回収に努められており、現 由や生活状況等に関して債務者

年度分は減少しているが全体 本人及び関係者から聞き取り等

としては増加しているため、 の調査を行い、債務者それぞれ

今後も一層、収納の促進に努 の生活状況に応じた弁済計画を

めるべきである。 立てるよう指導しているところ

(注意事項) である。

今後も訪問、督促等を行い、

より一層収納の促進に努める。

健康安全局 平成 年 医業収入の未収金について21
奈良病院 ７月 日 医業収入において、未収金 現年度の未収金については、17

が認められた。 督促回数の強化等、引き続き積

未収金の回収に努力されて 極的な取組みを継続する。なお、

おり、現年度分の個人未収金 ７月からクレジットカードを導

は前年度に比べ減少している。入し、分納の申し出に対しては、

今後も引き続き適正な債権管 分割払い・リボルビング払いを

理及び効果的な方法による早 推奨するなど、未収金の発生を

期回収に努めるとともに、新 未然に予防している。

たな未収金発生の防止に努め また、過年度未収金に対して

られたい。 (注意事項) は、今年度より民間の債権回収

業者へ集金代行業務を委託し、

早期回収に努めている。

三室病院 平成 年 医業収入の未収金について21
７月 日 医業収入において、未収金 現年度未収金については、９17

の増加が認められた。 月末までの分について督促状を

未収金の回収に努力されて 発送したところであり、今後、

いるが、今後一層収納の促進 必要に応じて電話による督促を

に努めるべきである。 行い回収に努める。

(指摘事項) また、過年度未収金の回収に

ついては、今年度より民間の債

権回収業者へ集金代行業務を委

託するなど、回収に努めている。

入院の診療報酬請求漏れにつ

いて

平成１９年４月から平成２ 請求漏れの原因が医事コンピ

０年９月までの期間、医事コ ューターの設定ミスであったた

ンピューターの設定ミスによ め、医事コンピューターのマス

り、入院診療報酬の請求漏れ ターチェックを実施し、さらに

があり、請求漏れ金額の精査 医療事務委託業者以外の業者に

等をするために新たな業務委 よるレセプトチェックも実施し

託も発生していた。今後、請 たところである。



求漏れを防止するよう、診療 今後は、これらのチェックを

報酬請求におけるチェック体 定期的に実施するとともに、レ

制の強化を図るべきである。 セプト点検を行っている業者の

また、患者への説明等に万 指導強化に努めていく。

全を期し、速やかに収納され また、患者への請求に当たっ

たい。 (指摘事項) ては、医療管理課とプロジェク

トチームを組織し、原因と請求

内容を説明した通知の作成及び

支払い方法、窓口での役割分担、

説明手順の整理・確認作業など

を行い、患者に対し１０月より

納入通知書を送付し収納に努め

ている。

通勤手当の支給について

通勤手当の支給において、 通勤手当の誤りについては速

事務処理を誤ったため、１件、やかに修正し、過払いについて

２７，０００円の過払いが認 は平成２１年６月中に本人から

められた。 返納させた。今後は、より一層、

適正に処理するとともに、 慎重な事務処理に努め、支給事

今後の支給事務に留意すべき 務を適正に行う。

である。 (注意事項)

委託業務にかかる検収及び支

出事務について

病院基準寝具提供業務委託 過払い分の返還については分

にかかる検収及び支出におい 割納付により年度内に返還させ

て、「延べ入院患者数」実績 るとともに、今後は、検収と支

で算定すべきところ、「病床 出の確認について、総務課内で

数×日数」で請求があり、同 より一層慎重に事務処理を行う

数で検収・支出がされたため、ことにより、再発防止を徹底す

過払いが生じていた。 る。

適正に処理するとともに、

今後の事務処理に留意すべき

である。 (注意事項)

五條病院 平成 年 医業収入の未収金について21
７月 日 医業収入において、未収金 医業収入の未収金について、17

が認められた。 新たに発生したものは早期段階

未収金の回収に努力されて で未納者を把握し、電話による

おり、現年度分の個人未収金 催告や督促状・催告書の送付を

は前年度に比べ減少している。行っている。また、過年度分に

今後も引き続き適正な債権管 ついては今年度より民間の債権

理及び効果的な方法による早 回収業者へ集金代行業務を委託

期回収に努めるとともに、新 し、定期的に未納者に通知する

たな未収金発生の防止に努め などして早期回収に努めてい

られたい。 (注意事項) る。

未収金の発生防止策として

は、投薬・院外処方箋の引き替

えや退院許可を収納確認後に行

うことの徹底や、分納・延納・

振り込みの相談に積極的に応じ

ていくことで納付意識を高めて

いく。



通勤手当の支給について

通勤手当の支給について、 通勤手当の事務処理誤りにつ

事務処理を誤ったため、１件、いては、平成２１年６月分の給

３，０００円の支給不足が認 与で追給し適正に処理した。

められた。 今後は、より一層慎重な事務

適正に処理するとともに、 処理に努め、支給事務を適正に

今後の支給事務に留意すべき 行う。

である。 (注意事項)

商工労働部 平成 年 機械器具使用料の証紙収納に21
工業技術セ ５月 日 ついて22
ンター 機械器具使用料の証紙収納 証紙収納において過誤収納の

において、一部使用料の額を 発生を未然に防止するよう、受

誤ったため、２０件、４，４ 付業務を担当する各研究員に対

００円の過収納が認められた。して使用料額周知の徹底を図る

また、この過収納について、とともに、従来、担当職員と担

同一人から後日機械器具使用 当管理職だけで行っていた収納

許可申請があった際、証紙貼 確認業務の審査を庶務係全員で

付額について過収納分を相殺 行うこととした。

していた。 今後は、証紙収納業務につい

今後は、使用料額を十分確 て適正な事務処理を行う。

認のうえ証紙収納を行うとと

もに、過収納分については、

歳出予算から還付すべきであ

る。 (注意事項)

農林部 平成 年 市場使用料等の未収金につい21
中央卸売市 ５月 日 て22
場 市場使用料等において、未 「中央卸売市場施設使用料等

収金が平成１６年度以降毎年 滞納整理事務内規」に基づき、

継続的に増加している。現年 督促状による納付催告・事業所

度の未収金額は減少している 訪問及び事情聴取を行い、支払

ものの、全体としては大きく 誓約、支払計画書を提出させる

増加しているため、未収金の 等の措置を講じ、収納に努めて

圧縮について更に積極的な対 いる。さらに、農林部で中央卸

応に努めるべきである。 売市場の未収金対策会議を適宜

(指摘事項) 開催し、状況把握と法的措置を

含めた対応策について検討を行

っており、今後も継続していく。

委員報酬の支給誤りについて

奈良県中央卸売市場取引委 過払い分については平成２０

員会において、出席委員１１ 年度中に全額適正に返還を受け

名の報酬につき、一人当たり ている。今後の支出にあたって

６１０円合計で６，７１０円 は、「附属機関の委員等の報酬

の過払いがあった。 額及び費用弁償額に関する規則

返還させるとともに、今後 」に改正がないことを確認の上、

の支給事務に留意すべきであ 規定にある報酬額を支給する。

る。 (注意事項) 今後も支給前には規則の確認を

怠ることなく適正な支給事務に

努めていく。

委託業務実施に係る不適正な



会計事務処理について

委託業務において、支出負 内部における業務の執行状況

担行為決議等の事務処理がな の確認を強化し、必要な事務処

されないまま業務が実施され 理手続等を経ないで業務を執行

ていた。 させることのないように再発の

地方自治法等の法令に基づ 防止に努めている。

き、適正に会計事務を処理す

べきである。 (注意事項)

北部農林振 平成 年 契約解除違約金等の調定・納21
興事務所 月 日 入通知時期について11 11

工事請負契約において、契 今後は、規則に基づき、契約

約解除違約金、前払金返還利 解除違約金は契約解除時に、前

息の調定及び納入通知が、契 払金返還利息は前払金返還金収

約解除翌年度の破産手続き開 納後に、適正に且つ速やかに調

始時等に行われるなど遅延し 定事務を行う。

ていた。

これらについては、契約解

除違約金は契約解除と同時に、

前払金返還利息は前払金返還

金収納後速やかに行うべきで

ある。 (注意事項)

郵便切手の購入について

郵便切手について、残高が 郵便切手の購入にあたっては、

十分あるにもかかわらず、年 毎月末に在庫量を確認し、過剰

間使用額を上回った購入が行 な在庫を持たないよう計画的な

われていた。 発注に努める。特に年度末にお

購入に当たっては、残高、 いては、管理職による早期の在

使用見込みに応じた必要額を 庫チェックを徹底し、必要最小

購入すべきである。 限の発注に止める。

(注意事項)

中部農林振 平成 年 郵便切手の購入について21
興事務所 月 日 郵便切手について、使用見 郵便切手の購入にあたっては、12 18

込みに比較し残高が十分ある 毎月末に在庫量を確認し、過剰

にもかかわらず購入されてい な在庫を持たないよう計画的な

た。 発注に努める。特に年度末にお

購入に当たっては、残高、 いては、管理職による早期の在

使用見込みを十分勘案し、必 庫チェックを徹底し、必要最小

要額を購入すべきである。 限の発注に止める。

(注意事項)

東部農林振 平成 年 郵便切手の購入について21
興事務所 月 日 郵便切手について、残高が 郵便切手の購入にあたっては、12 24

十分にあるにもかかわらず年 毎月末に在庫量を確認し、過剰

間使用額を上回った購入が行 な在庫を持たないよう計画的な

われていた。 発注に努める。特に年度末にお

購入に当たっては、残高、 いては、管理職による早期の在

使用見込みに応じた必要額を 庫チェックを徹底し、必要最小

購入すべきである。 限の発注に止める。

(注意事項)

ロープネットの設計価格につ

いて



土木工事積算に用いる資材 土木工事積算に用今後は、「

等の設計価格は見積対象の類 いる資材等の設計価格の取扱要

」に基づき、適正に設計価格似品が物価資料等に掲載のあ 領

の積算を行う。る場合には「土木工事積算に

用いる資材等の設計価格の取

扱要領」により査定率（類似

品物価資料価格÷類似品見積

価格）を必要品の見積価格に

乗じることになっている。

ロープネット設置工事にお

ける資材価格について、見積

対象の類似品があるにもかか

わらず査定率を乗じず見積価

格で積算されていた。今後は

上記取扱要領に基づき設計価

格の積算を行うべきである。

(注意事項)

南部農林振 平成 年 契約解除違約金等の調定・納21
興事務所 月 日 入通知時期について11 19

工事請負契約において、契 今後は、規則に基づき、契約

約解除違約金、前払金返還利 解除違約金は契約解除時に、前

息の調定及び納入通知が、契 払金返還利息は前払金返還金収

約解除翌年度の破産手続き開 納後に、適正に且つ速やかに調

始時に行われるなど遅延して 定事務を行う。

いた。

これらについては、契約解

除違約金は契約解除と同時に、

前払金返還利息は前払金返還

金収納後速やかに行うべきで

ある。 (注意事項)

土木部 平成 年 収入印紙の購入について21
高田土木事 月 日 収入印紙について、年度末 今後は、残高及び使用見込み12 18
務所 に大量に購入し、翌年度繰越 に応じた必要額を適時に購入す

額が年間使用見込額を上回っ る。

ていた。

購入にあたっては、残高及

び使用見込みに応じた必要額

を適時に購入するべきである。

(注意事項)

道路占用料の調定について

道路占用料の一部について、 今後は、奈良県道路占用料に

調定時期の遅延が認められた。関する条例に基づき年度当初に

今後は、奈良県道路占用料 調定を行う。

に関する条例に基づき年度当

初に調定を行うべきである。

(注意事項)

宇陀土木事 平成 年 工事の設計変更について21
務所 月 日 道路改良工事において、設 建設工事請負契約第１８条に12 24

計変更で対応すべきところ増 より、今後は、適正な設計変更

額分を別設計し随意契約を行 に努める。

っていた。



今後は、工事の変更内容を

十分に精査のうえ、適正な設

計変更と契約変更を行うべき

である。 (注意事項)

道路施設緊急維持修繕工事の

執行について

道路施設緊急維持修繕工事 地方自治法施行令及び奈良県

において、維持業務請負契約 会計規則等に則り、今後は、工

書の総支払限度額を超えて執 事の的確な緊急指示を行うとと

行されているものがあった。 もに契約書約定等に則した適正

今後は、契約書約定及び仕 な支出事務を行う。

様書等に従い、適正に緊急指

示・支出事務を行うべきであ

る。 (注意事項)

吉野土木事 平成 年 公用車修繕料における支払い21
務所 月 日 の遅延について11 17

平成２０年７月９日の公用 公用車修繕料における支払い

車事故による修繕料について、の遅延については、平成２１年

年度内に支払がされていなか １０月３０日にて支出処理した。

った。 今後は、債務管理の徹底を図

債務確認は行われていたが、り、支給遅延が生じないよう適

請求書が提出されていなかっ 正処理に努める。

たため、支払いを失念したも

のである。すみやかに処理す

るとともに、今後、会計上の

債務管理を徹底し、支払遅延

を生じさせないよう十分留意

すべきである。 (注意事項)

電信電話料の支払い年度誤り

について

平成１９年度予算で支払う 電信電話料の支払い年度誤り

べき電話電信料が、平成２０ については、支出処理を２名以

年度で支払われていた。 上によるチェック体制で行うこ

今後は適正な年度で支払い とにした。

するよう十分留意すべきであ 今後は、支払い年度誤りが生

る。 (注意事項) じないよう適正処理に努める。

備品購入における会計書類の

作成について

備品を購入するための物品 備品購入における会計書類の

購入伺書及び納品確認のため 作成については、備品等物品購

の検査書が作成されていなか 入担当者以外の職員に会計処理

った。 のチェックをさせる体制にした。

備品購入に際しては、物品 今後は、会計書類の未作成が

購入伺書等により決裁をとり、生じないよう適正な会計処理に

納品確認に際しては、検査書 努める。

を作成し適切に検収業務を行

うなど、適正な会計処理を行

うべきである。 (注意事項)

五條土木事 平成 年 行政財産の目的外使用許可に21



務所 月 日 ついて11 19
特別高圧架空電線の線下敷 特別高圧架空電線の線下敷と

として、庁舎敷地の目的外使 して使用している庁舎敷地面積

用許可がなされていなかった。確定のため業者による測量を実

奈良県公有財産規則第１４ 施させた後、平成２１年１０月

条に基づき、速やかに行政財 ２９日付けで行政財産使用許可

産使用許可申請を提出させる 申請書の提出を受けた。

とともに、使用料についても この申請に対し、平成２１年

平成１４年３月２０日付け管 １１月１日より平成３１年１０

第１７４号総務部長通知によ 月３１日までの１０年間の行政

り適切に処理されたい。 財産使用許可書を交付するとと

(注意事項) もに、平成２１年度分行政財産

使用料、及び過去５年分の行政

財産使用料相当額を平成２１年

１２月２８日に収納した。

教育委員会 平成 年 科学研究費補助金の紛失につ21
橿原考古学 ４月 日 いて22
研究所 科学研究費において、補助 科学研究費補助金の紛失につ

金の適正な管理がなされてい いては、今後このようなことが

なかったため、現金の紛失が ないよう「科学研究費補助金の

発生した。科学研究費補助金 手引き」を遵守し、厳正な管理

は、研究者に代わり、研究機 体制を徹底し適正な遂行に努め

関が会計上の管理を行うこと る。

とされており、適切な経理処

理が常時求められるものであ

る。

現在は「科学研究費補助金

事務の手引き」が作成され、

それに基づき、科学研究費の

運営・管理が行われているが、

支払事務、現金の取扱いにあ

たっては、「手引き」を遵守

し、厳正な管理体制を徹底す

べきである。 (指摘事項)

行政財産使用料の調定につい

て

継続分の行政財産使用許可 行政財産使用の調定について

にかかる使用料について、調 は、奈良県行政財産使用料条例、

定時期の遅延が認められた。 施行規則を遵守し、適正に行う。

使用料の納期限については、

奈良県行政財産使用料条例施

行規則第２条第１号の規定に

より、使用料の額の定めが年

額である場合にあっては、毎

年４月２５日までとなってい

るため、今後は、年度当初に

調定を行うべきである。

(注意事項)

奈良高等学 平成 年 通勤手当の支給について21
校 １月 日 通勤手当の支給において、 通勤手当の認定等の誤りにつ28

認定及び事務処理を誤ったた いては、認定の変更を行うとと



め、２件、３５，５００円の もに、過払いについては、平成

過払いが認められた。 ２１年１月及び２月の給与で調

適正に処理するとともに、 整した。

今後の支給事務に留意すべき 今後は、より一層慎重な審査

である。 (注意事項) に努め、認定事務を適正に行う。

西の京高等 平成 年 扶養手当の支給について21
学校 １月 日 扶養手当の支給において、 扶養手当の支給不足について30

事務処理を誤ったため、１件、は、平成２１年２月給与で追給

１３，５８５円の支給不足が した。

認められた。 今後は、より一層慎重な事務

適正に処理するとともに、 処理に努め、支給事務を適正に

今後の支給事務に留意すべき 行う。

である。 (注意事項)

山辺高等学 平成 年 生産物の処分等に関する事務21
校 ４月 日 について15

生産物の処分等に関する事 未処理であった現金について

務において、不適正な事務処 は、奈良県会計規則に基づき速

理が認められた。 やかに歳入の手続きを行いまし

奈良県会計規則に基づき適 た。今後は、生産物の処分に際

正に事務処理を行うべきであ しては、関係規則を遵守し適正

る。 (指摘事項) な事務処理に努めます。

学校徴収金の取扱いに関する

事務について

学校徴収金の取扱いにおい 学校徴収金取扱要綱に定める

て、不適正な取扱いが認めら 帳簿等を整備し、要綱に基づき

れた。学校徴収金取扱要綱に 取り扱うよう改めた。

基づき適正に取り扱うべきで

ある。 (指摘事項)

法隆寺国際 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
高等学校 月９日 いて11

高等学校授業料において、 定例の職員会議で滞納者の納

未収金の増加が認められた。 付期限等周知を徹底するととも

特に、現年度未収金が急増し に、保護者に対し文書・電話に

ていることから在校生に対す より納期までに納めるよう徹底

る納付指導を徹底し、未収金 指導に努める。

発生の未然防止に努める必要 今後も引き続き「授業料及び

がある。 入学料徴収事務取扱要綱」に基

今後も、授業料及び入学料 づき、適正な債権の管理と未収

徴収事務取扱要綱に基づき、 金の未然防止を図り、収納の促

定期的に徴収促進委員会を開 進に努める。

催し滞納者に対する納付指導

を徹底・強化されるとともに、

適正な債権管理と未収金の未

然防止を図るなど、一層の収

納促進に努めるべきである。

(注意事項)

西和清陵高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
等学校 月９日 いて11

高等学校授業料において、 現年度未収金の減少に向けて、

未収金が増加していた。特に、在校生に対し電話、面談等によ

現年度未収金が急増している る納付指導を強化するとともに、



ことから在校生に対する納付 滞納理由の大半が経済的理由で

指導を徹底し、未収金発生の あることから、授業料減免申請

未然防止に努める必要がある。への助言や約定書提出による分

今後も、授業料及び入学料 納等、救済措置も併せて進めて

徴収事務取扱要綱に基づき、 いる。

定期的に徴収促進委員会を開 また、徴収促進委員会や連絡

催し滞納者に対する納付指導 会議を開催し対応等について協

を徹底・強化されるとともに、議を行っており、今後も引き続

適正な債権管理と未収金の未 き、適正な債権管理と未収金の

然防止を図るなど、一層の収 未然防止を図り、収納の促進に

納促進に努めるべきである。 努める。

(指摘事項)

二階堂高等 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
学校 月９日 いて11

高等学校授業料において、 未収金の徴収を図るため、授

未収金が増加していた。特に、業料及び入学料徴収事務取扱要

現年度未収金が急増している 綱に基づき、１２月１６日に徴

ことから在校生に対する納付 収促進委員会を開催し、滞納者

指導を徹底し、未収金発生の に対する納付指導の徹底・強化

未然防止に努める必要がある。を行った。

今後も、授業料及び入学料 今後は、なお一層の収納促進

徴収事務取扱要綱に基づき、 に努める。

定期的に徴収促進委員会を開

催し滞納者に対する納付指導

を徹底・強化されるとともに、

適正な債権管理と未収金の未

然防止を図るなど、一層の収

納促進に努めるべきである。

(注意事項)

磯城野高等 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
学校 月９日 いて11

高等学校授業料において、 高等学校授業料の未収金につ

未収金の増加が認められた。 いては、随時電話による催告を

特に、現年度未収金が多額で 行うとともに定期的に督促状を

あることから在校生に対する 発送し、裁判所への支払い督促

納付指導を徹底し、未収金発 手続と併せ収納に努めている。

生の未然防止に努める必要が また、現年度の未納者等に対

ある。 しては、納付誓約や支払計画の

今後も、授業料及び入学料 策定等による納付指導を行い、

徴収事務取扱要綱に基づき、 一括納付が不可能な者に対して

定期的に徴収促進委員会を開 は、分割納付で未納額を減少さ

催し滞納者に対する納付指導 せるなど債権の回収に努めてい

を徹底・強化されるとともに、る。

適正な債権管理と未収金の未 今後も引き続き、「授業料及

然防止を図るなど、一層の収 び入学料徴収事務取扱要綱」に

納促進に努めるべきである。 基づき、適正な債権の管理と未

(指摘事項) 収金の未納防止を図り、収納の

促進に努める。

畝傍高等学 平成 年 備品購入にかかる会計処理に21
校 月９日 ついて11

備品として管理されている 今後の予算措置にあたっては、

「畝傍高等学校プログラムタ 更に慎重に学校支援課と調整を



イマー」の更新にかかる会計 図りながら、適正な科目で執行

処理が工事請負費で執行され するよう努める。

ていた。

今後は、会計規則を遵守し、

適正な科目（備品購入費）で

執行すべきである。

(注意事項)

桜井高等学 平成 年 工事期間の設定について21
校 月９日 野球グランドの防球ネット 工事の執行にあたっては、注11

設置工事において、支柱材料 意事項に留意し余裕のある工事

のコンクリートポールが工期 期間を設けるなど、適正な工事

内に入手困難なため、ポール 設定に基づいた施工計画を立て

と設置工事費を除く変更契約 て執行するよう努める。

を結び精算していたが、工事

の目的達成のためには繰越措

置を行い工期を延長するべき

であった。

今後は、適正な工事設定に

基づいた施工計画を立てて執

行すべきである。

（注意事項）

大宇陀高等 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
学校 月９日 いて11

高等学校授業料の未収金が 電話・文書等での督促に加え、

増加している状況が認められ、教職員と連携し家庭訪問・保護

未収金額は多額であることか 者等との面談を行い、家庭の状

ら、今後も引き続き未収金の 況に応じ、一部納付や約定書の

収納促進と新たな発生防止に 提出を求め、救済措置も併せて

努められたい。 (指摘事項) 進めている。

今後も引き続き適正な債権管

理と未収金の未然防止を図り、

収納促進と新たな発生防止に努

める。

王寺工業高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
等学校 月９日 いて11

高等学校授業料の未収金が 「奈良県立高等学校授業料及

増加していた。特に現年度未 び入学料徴収事務取扱要綱」に

収金が多額となっているため、基づき、適正に徴収事務を行い

今後も引き続き未収金の収納 より一層の収納促進を図るとと

促進と新たな発生防止に努め もに、授業料等徴収促進委員会

られたい。 (注意事項) の活用等により学校全体の連携

強化をはかり未収金の回収に努

める。

大和広陵高 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
等学校 月９日 いて11

高等学校授業料の未収金が 授業料の未収金については、

増加し、額も多額であるため、随時、電話による催告や家庭訪

今後も引き続き未収金の収納 問を行うとともに、定期的に督

促進と新たな未収金の発生防 促状を発送し、裁判所への支払

止に努められたい。 い督促手続きと合わせ収納に努

(指摘事項) めている。

また、現年度の未納者等に対



しては、担任を通じての催促、

納付誓約や支払計画の策定等に

よる納付指導を行い、一括納付

が不可能な者に対しては、分割

納付で未納額を減少させるなど、

きめ細かな対応を心がけ、債権

の管理と未収金の発生防止を図

り、収納の促進に努める。

吉野高等学 平成 年 高等学校授業料の未収金につ21
校 月９日 いて11

高等学校授業料において、 「奈良県立高等学校授業料及

徴収努力の結果未収金は減少 び入学料徴収事務取扱要綱」に

したが、なお未収金額は多額 基づき、引き続き授業料等徴収

であることから、今後も引き 促進委員会を開催し納付指導を

続き未収金の収納促進と新た 強化するとともに、奨学金制度

な発生防止に努められたい。 の活用及び分納により未収金の

(注意事項) 減少に努めたい。さらに、支払

督促の申し立て制度を活用した

収納促進にも努めたい。

西和養護学 平成 年 通勤手当の支給について21
校 月９日 通勤手当の支給において、 通勤手当の認定誤りについて11

認定を誤ったため、１件、２ は、認定の変更を行うとともに、

３，６６０円の過払いが認め 過払いについては、平成２１年

られた。 １０月分の給与で調整した。

適正に処理するとともに、 今後は、より一層慎重な審査

今後の認定事務に留意すべき に努め認定事務を適正に行う。

である。 (注意事項)

備品の現物確認について

西和清陵高等学校（旧上牧 平成２２年３月に部屋別・分

高等学校）から引き継いだ備 掌別備品一覧表を作成し、それ

品について、書類上の引継に を元に備品の現物確認を行い、

留まり、現物の確認ができて 備品現在簿を整理した。

いないものが認められた。 今後は、備品現在簿と現物と

現物の確認が徹底されてい の照合を適宜実施し、適正な備

ないと、盗難や紛失等があっ 品管理を行う。

た場合に適時に発見できなく

なる等、資産の保全の観点か

らは問題である。現物と備品

現在簿等の帳簿との照合は資

産管理の基本的な事項と考え

られるため、期限を定めて現

物確認を実施されたい。

(注意事項)

（ウ）財政的援助団体等

監査実施
所属名 監 査 結 果 措 置 の 内 容

年 月 日

財団法人奈良県 平成 年 扶養手当の支給について21
農業振興公社 ７月 日 扶養手当の支給において、 事務処理の誤りによる扶養手24

事務処理を誤ったため、１件、当の５２，９１６円の支給不足



５２，９１６円の支給不足が について適正に処理するととも

認められた。 に、今後、適正な事務処理を行

適正に処理するとともに、 うよう指導した。

今後の支給事務に留意すべき 扶養手当の支給不足分につい

である。 (注意事項) ては、平成２１年７月給与で追

給処理がされていることを確認

した。

社会福祉法人奈 平成 年 未収金の決算計上等について 社会福祉法人奈良県社会福祉22
良県社会福祉事 １月 日 病院収入に係る個人未収金 事業団に以下のとおり指導を行19
業団 が資産計上されていなかった。った。

また、個人未収金のうち通院 個人未収金について決算で資

分について、納入誓約書の徴 産に計上するとともに、個人未

収、督促等の未収金納付対策 収金の通院分について収納対策

が実施されていなかった。 を講じ未収金の解消に努めるこ

(注意事項) と。

薬品等棚卸資産の決算計上に

ついて

薬品について、期末に実地 診療材料も含めて実地棚卸を

棚卸は実施されていたが、期 行い、その結果に基づき、薬品、

末の在庫が決算で資産に計上 診療材料とも決算で資産に計上

されていなかった。また、診 すること。

療材料については、期中の帳

簿在庫管理及び期末の実地棚

卸が行われていなかった。

診療材料も含めて実地棚卸

を行い、その結果に基づいて、

薬品、診療材料とも決算で資

産に計上されていた。

(注意事項)

物品購入に係る入札事務につ

いて

電動ベットの購入において、 物品購入に際しては、社会福

予定価格が事業団会計規程に 祉法人奈良県社会福祉事業団会

定める随意契約によることが 計規程に基づき適正な事務執行

できる場合の上限額を超過し を行うこと。

ていたのにもかかわらず、随

意契約を締結していた。物品

を購入する際は、競争性・透

明性・公平性等の確保の観点

から、会計規程に基づき競争

入札を実施されたい。

(注意事項)

奈良県住宅供給 平成 年 通勤手当の支給誤りについて22
公社 １月 日 通勤手当の支給において、 通勤手当の支給誤りによる過15

事務処理を誤ったため、１件、払い分については、平成２１年

３，０００円の過払いが認め １２月給与で調整させた。

られた。 今後は認定時に十分確認し適

適正に処理するとともに、 正な処理に努めるよう指導した。

今後の支給事務に留意すべき

である。 (注意事項)



県営住宅の家賃減免決定事務

補助について

県営住宅の家賃減免に係る 対象者の年齢確認等の家賃減

入居者からの減免申請書及び 免決定事務補助に関する業務遂

添付書類の確認審査について、行を一層厳正に行うとともに、

事務処理を誤ったため県への 事務処理の各決裁段階における

報告誤りが認められた。 チェック体制を強化するよう指

適正に処理するとともに、 導した。

今後の家賃減免決定事務補助

に関する業務遂行に留意すべ

きである。 (注意事項)

郵便切手の保管管理について

県営住宅の管理等に要する 郵便切手の受払いについて、

郵便切手について、郵便切手 適正に行うよう職員に周知徹底

交付簿に適正に記載されてお させるとともに、今後、担当課

らず、取扱責任者等による帳 長補佐が定期的に交付簿の検査

簿確認も行われていなかった。を行うなど一層適正な管理に努

今後、保管管理にあたって めるよう指導した。

は、取扱責任者等を定めて適

正な管理に努めるべきである。

(注意事項)

財団法人奈良県 平成 年 施設管理等の委託に係る随意22
広域地場産業振 ２月２日 契約について

興センター 施設管理等の委託契約につ 財団法人奈良県広域地場産業

いては、長期にわたり同一業 振興センターを平成２１年度末

者と随意契約により委託がお で解散して、奈良県が出先機関

こなわれている状況にあるた 「奈良県産業会館」として平成

め、今後は、競争性、透明性、２２年４月１日から運営するこ

公平性の確保の観点から、財 とになったことから、設備管理

務規程に従い競争入札を実施 等の委託業務を財務規程に従い

すべきである。 (注意事項) 競争入札を実施した。
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